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第１章 稲城市介護支援ボランティア制度の概要等（平成２６年度） 

 

１ 介護支援ボランティア制度の具体的内容 

 

 稲城市の介護支援ボランティア制度は、介護保険法(平成９年法律第 123号)

第 115条の 45第１項に規定する介護予防事業として、高齢者が介護支援ボラン

ティア活動を通して地域貢献することを奨励及び支援し、高齢者自身の社会参

加活動を通した介護予防を推進するために実施する事業である。 

 具体的には、高齢者が行った介護支援ボランティア活動の実績を評価したう

えで評価ポイントを付与し、その高齢者の申出により、当該評価ポイントを換

金した介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金を交付するものである。 

 この介護支援ボランティアの対象となる高齢者は、稲城市における介護保険

第１号被保険者とし、介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動は市長

が指定するものとしている。また、介護支援ボランティアは、市長の指定を受

けた介護支援ボランティア受入機関等で介護支援ボランティア活動を行う。 

 

 

２ 基本方針 

 

 稲城市の介護支援ボランティア制度では、次の基本方針を定めている。 

 

基本方針 

 

・介護支援ボランティア制度は、高齢者がボランティア精神を尊重し、地域におい

て高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営がなされなければならな

い。 

 

・介護支援ボランティア制度の実施に当たっては、個人情報保護に留意しなければ

ならない。 

 

・介護支援ボランティア制度の運営に当たっては、次の効果を上げることができる

よう配慮しなければならない。 

 (1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。 

 (2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。 

 (3) 要介護高齢者等に対する介護支援ボランティア活動に関心が高まること。 

 (4) 介護給付費等の抑制につながること。 
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（参考） 

 稲城市介護支援ボランティア制度の概要（平成２６年度）  

１ 概要 

 高齢者の介護支援ボランティア活動実績を評価したうえで評価ポイントを付与し、当該高齢者の申出に

より、当該評価ポイントを換金した「介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金」を交付する制度（一

定の社会参加活動をした者に対し、活動実績に応じて、実質的に保険料負担を軽減するもの。）。 

２ 目的 

 高齢者が介護支援ボランティア活動を通じて地域貢献することを積極的に奨励・支援し、高齢者自身の

社会参加活動を通じた介護予防を推進するため、市民の共同連帯の理念に基づき稲城市介護支援ボランテ

ィア制度を設け、もっていきいきとした地域社会となることを目的とする。 

３ 内容 

(1) 制度根拠 
介護保険法第 115条の 45第１項、地域支援事業実施要綱別記２第１ １(２)(イ) 

稲城市介護保険条例第 15条の 6、稲城市介護支援ボランティア制度実施要綱 

(2) 
介護支援 

ボランティア 

稲城市の介護保険第１号被保険者 

あらかじめ管理機関へ登録が必要 

(3) 
介護支援 

ボランティア活動 

 

稲城市長が指定する介護支援ボランティア事業及び活動 

 

① 介護保険対象施設 ① レクリエーション等の指導、参加支援

② 稲城市が委託する地域支 ② お茶だしや食堂内の配膳・下膳などの補助

援事業（介護予防事業） ③ 喫茶などの運営補助

③ ふれあいセンター ④ 散歩、外出、館内移動の補助

④ 高齢者会食会 ⑤ 模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸能披露などの

⑤ その他 行事の手伝い

⑥ 話し相手

⑦ その他施設職員と共に行う軽微かつ補助的な活動

（例－草刈、洗濯物の整理、シーツ交換など）

⑧ その他

（例－ごみ出しなどのちょっとしたボランティアなど）

　事　業 活　動

 
 

(4) 活動実績の把握 介護支援ボランティアが持参する介護支援ボランティア手帳に活動確認スタンプを押印。 

(5) 
評価ポイント 

の付与 

介護支援ボランティア手帳に押印されたスタンプの数に応じて最大 5,000 ポイントの評価ポイン

トを付与。 

(6) 
評価ポイント 

転換交付金 

介護支援ボランティア手帳を添えて、評価ポイント活用を申し出る。 

交付額は、年間最大で 5,000円。 

(7) その他 介護保険料の未納又は滞納の場合、適用しない。 

４ 財源等   市から管理機関へ交付する介護保険地域支援事業介護予防事業一般高齢者施策（平成２

２年８月６日より「一次予防に関わる事業」へ名称変更）に係る地域支援事業交付金を

活用する。 

５ 管理機関  稲城市社会福祉協議会（評価ポイントの管理、付与等） 

６ 施行日   平成１９年９月１日 
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３ 管理機関 

  

 稲城市の介護支援ボランティア制度では、介護支援ボランティアの登録、介

護支援ボランティア手帳の交付、介護支援ボランティア評価ポイントの付与及

び管理並びに介護支援ボランティア評価ポイント基金管理の業務は、介護支援

ボランティア管理機関が行う。この管理機関は、稲城市社会福祉協議会とし、

稲城市からの委託を受けて管理機関としての業務を行う。 

 

 

４ 介護支援ボランティア受入機関等 

 

 稲城市介護支援ボランティア制度では、介護支援ボランティアの活動先は市

長が指定を行う。この活動先を「介護支援ボランティア受入機関等」と称し、

介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動についての指定を受ける。 

 

 介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動の指定要件 

１ 稲城市内の施設又は場所における活動であること。 

２ 介護保険事業に関する活動であること。 

３ ホームヘルプサービスで行うべき業務の代替でないこと。 

４ 事業所等が本来行うべき業務の代替でないこと。 

５ 活動の結果、一定の介護予防の効果が見込まれること。 

 

 受入機関等がこの指定を受けようとするときは、市長へ申請しなければなら

ない。市長は、この申請に基づき指定し、又は却下したときは、申請者に通知

する。 

 また、市長は、既に指定を受けていた介護支援ボランティアの対象となる事

業及び活動について、その指定を取り消したときは指定を受けていた者に通知

する。 

 受入機関等は、介護支援ボランティアが活動を行った場合は、当該活動時間

等に応じ、回数を単位として評価する。受入機関等は、介護支援ボランティア

活動を１時間につき１回として評価する。ただし、介護支援ボランティア活動

を１日において２時間以上行った場合又は２か所以上で行った場合については、

当該活動を２回までとして評価する。この評価の方法は、介護支援ボランティ

ア手帳に活動確認スタンプを押印することによって行う。ただし、受入機関が

社会福祉協議会のごみ出しなどのちょっとしたボランティアは継続的な活動に

ついて週１回以上の活動を（回数に関わらず）１回として評価するものとする。 
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５ 介護支援ボランティア活動実績の把握 

 

 介護支援ボランティア活動を行おうとする者は、介護支援ボランティア登録

申請書を管理機関に提出し、管理機関は、介護支援ボランティアに対し、介護

支援ボランティア手帳を交付する。 

 管理機関は、前年度の活動実績について、介護支援ボランティア手帳に押印

されたスタンプの数に応じて評価ポイントを付与することができる。評価ポイ

ントの付与を行ったときは、介護支援ボランティア手帳に介護支援ボランティ

ア活動評価ポイント付与認証印を押印する。 

 介護支援ボランティア手帳は、「健康に心配なし（梨）手帳」と称し、オリジ

ナルのマークを入れた。また、Ｊリーグサッカーチーム「東京ヴェルディ」が

介護支援ボランティア制度を応援していることから、ロゴが記載されている。 

 介護支援ボランティア手帳には、介護支援ボランティアの利便を図るため、

登録事項、制度解説、Ｑ＆Ａ、ボランティア活動の心得、ボランティア活動保

険について、稲城市介護支援ボランティア制度実施要綱、スタンプ押印欄ペー

ジ、評価ポイント記録簿、介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出書、

介護支援ボランティア登録申請書、介護支援ボランティア活動先一覧が収録さ

れている。 

 

 

６ 評価ポイント 

 

 評価ポイントの付与基準は次のとおりとする。 

活動実績 付与する評価ポイント 

10回から 19回まで 1,000ポイント 

20回から 29回まで 2,000ポイント 

30回から 39回まで 3,000ポイント 

40回から 49回まで 4,000ポイント 

50回以上 5,000ポイント 

 

 活動実績及び評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。管理機関

は、介護支援ボランティアに付与した評価ポイント数、活用ポイント数及び差

し引き残高ポイント数について、当該付与の日から介護支援ボランティア制度

の廃止の日後２年を経過する日まで、継続的に管理するものとする。 
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７ 評価ポイント転換交付金 

 

 評価ポイントを活用して評価ポイント転換交付金の交付を受けようとする介

護支援ボランティアは、介護支援ボランティア手帳を添えて市長に申出るもの

とする。ただし、介護支援ボランティアの介護保険料にかかる未納又は滞納が

ある場合は、当該評価ポイント転換交付金は交付しない。 

 市長は、この申出があった場合、介護保険料に係る未納又は滞納が無いとき

は、介護支援ボランティア手帳を添付のうえ、管理機関へ伝達するものとする。 

 管理機関は、この伝達に基づき、その評価ポイント活用の申出者の蓄積した

評価ポイントを換金し、年度ごとに 5,000円を限度として、評価ポイント活用

の申出者に対して介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金を交付する。 

 介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金の算定基準は、次のとおりと

する。 

評価ポイント 
介護支援ボランティア 

評価ポイント転換交付金 

1,000ポイント 1,000円 

2,000ポイント 2,000円 

3,000ポイント 3,000円 

4,000ポイント 4,000円 

5,000ポイント 5,000円 

 

 

８ 市民への制度周知方法 

 

 稲城市広報いなぎ（平成２６年１１月１日介護予防特集号）により市民への

周知を行った。 

広報いなぎ 平成２６年１１月１日介護予防特集号 
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いなぎ社協だよりふれあい通信（平成２６年９月号、平成２７年１月号、平成

２７年３月号）により市民への周知を行った。 

 
いなぎ社協だより「ふれあい通信」平成２６年９月号 

 

 

いなぎ社協だより「ふれあい通信」平成２７年 1月号 
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いなぎ社協だより「ふれあい通信」平成２７年３月号 
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９ ２６年度実施に際してのスケジュール 

 

 ２６年度実施に際してのスケジュールは、概ね以下のとおりである。 

      

平成２６年４月 ・管理機関委託契約（稲城市・管理機関（社会福祉協議会）） 

        ・評価ポイント付与開始 

     ７月 ・評価ポイント転換交付金申請受付開始 

     ８月 ・転換交付金交付開始 

    １０月 ・介護支援ボランティア受入機関等意見交換会実施 

    １１月 ・東京ヴェルディ試合観戦特別プラン無料招待 

平成２７年３月 ・地域支援事業交付金精算 

[稲城市・管理機関（社会福祉協議会）] 

 

１０ ２５年度決算額、平成２６年度決算見込み額及び平成２７年度予算額 

 

平成２５年度決算額  １，６８８，７２８円（管理機関への委託）    

委 託 料 の 積 算 内 訳  金 額  

需用費（消耗品費） 

  事務用消耗品（用紙、インク、ファイル等） １４９，９９５円 

役務費 

  振込手数料 

  郵送料 

１２７，８９０円 

３９，５８２円 

使用料及び賃借料 

 パソコンリース料 ２９，３３７円 

負担金補助及び交付金 

  転換交付金 １，１４５，０００円 

事務管理料 

 １６０，０００円 

消費税 

   ３６，９２４円 
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平成２６年度決算見込み額  １，８０２，５４５円（管理機関への委託）    

委 託 料 の 積 算 内 訳  金 額  

需用費（消耗品費） 

  事務用消耗品（用紙、インク、ファイル等） ２０１，７９４円 

役務費 

  振込手数料 

  郵送料 

１３１，８６８円 

４５，６１８円 

使用料及び賃借料 

 パソコンリース料 ３２，００４円 

負担金補助及び交付金 

  転換交付金 １，１８７，０００円 

事務管理料 

 １６７，０００円 

消費税・印紙税 

   ３７，２６１円 

 

平成２７年度予算額  １，８８９，０００円（管理機関への委託）    

委 託 料 の 積 算 内 訳  金 額  

需用費（消耗品費） 

  事務用消耗品（用紙、インク、ファイル等） １７６，０００円 

役務費 

  振込手数料 

  郵送料 

１４０，０００円 

５６，０００円 

使用料及び賃借料 

 パソコンリース料 ３２，０００円 

負担金補助及び交付金 

  転換交付金 １，２４０，０００円 

事務管理料 

 １６５，０００円 

消費税・印紙税 

   ８０，０００円 
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第２章 稲城市介護支援ボランティア実施状況（平成２６年度） 

 

１ 介護支援ボランティア登録者数の状況 

 

 介護支援ボランティア登録者数は６２３人（うち昨年度末登録者は５７４人、

今年度新規登録者は４９人、平成２７年３月３１日現在で転出や死亡等による

資格喪失者は４７人）であった。登録者の年齢構成は、次表のとおりである。 

                       （平成 27年 3月 31日現在） 

年齢区分（才） 
男性 女性 全体 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 

  ６５－６９ 6人 1.0% 67人 11.6% 73人 12.7% 

  ７０－７４ 28人 4.9% 167人 29.0% 195人 33.9% 

  ７５－７９ 27人 4.7% 147人 25.5% 174人 30.2% 

  ８０－８４ 32人 5.6% 67人 11.6% 99人 17.2% 

  ８５－   5人 0.9% 30人 5.2% 35人 6.1% 

合 計 98人 17.0% 478人 83.1% 576人 100.0% 

 

２ 介護支援ボランティアの評価ポイント付与状況及び交付金申請者 

 

 平成２７年度登録者６２３人のうち評価ポイント申請者数 

 

   

 平成２６年度登録者５７４人のうち交付金申請者数 

 

 

1,000ポイント 14人 14,000ポイント 

2,000ポイント 44人 88,000ポイント 

3,000ポイント 47人 141,000ポイント 

4,000ポイント 36人 144,000ポイント 

5,000ポイント 160人 800,000ポイント 

合 計 301人 1,187,000ポイント 

1,000ポイント（＝1,000円） 14人 14,000円 

2,000ポイント（＝2,000円） 44人 88,000円 

3,000ポイント（＝3,000円） 47人 141,000円 

4,000ポイント（＝4,000円） 36人 144,000円 

5,000ポイント（＝5,000円） 160人 800,000円 

合 計 301人 1,187,000円 
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３ 介護支援ボランティア受入機関等数の状況 

 

 介護支援ボランティア受入指定を受けた団体は２２団体であった。 

 内訳は、社会福祉法人が６団体、株式会社が６団体、ＮＰＯ法人が４団体、

医療法人が１団体、公共団体が１団体、株式会社が２団体、その他の団体が２

団体であった。 

 指定を受けた活動内容は、「（１）レクリエーション等の指導、参加支援」が

２１団体、「（２）お茶だし、食堂内の配膳、下膳などの補助」が１３団体、「（３）

喫茶などの運営補助」が１１団体、「（４）散歩、外出、館内移動の補助」が１

４団体、「（５）行事等の手伝い（模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸能

披露など）」が１８団体、「（６）話し相手」が１８団体、「（７）その他施設職

員とともに行う軽微かつ補助的な活動」が１５団体、「（８）その他（ゴミ出し

などのちょっとしたボランティアなど）」が１団体であった。 
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（参考）  介護支援ボランティアの受け入れ団体の指定申請の受付状況 

指定団体名など（全 22団体） 
活動内容（※） 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

稲城市（介護予防推進事業）     対象    

稲城市社会福祉協議会 

（ふれあいセンター事業） 
対象    対象 対象 対象 対象 

ペアウェル多摩川 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

ＮＰＯ法人 支え合う会みのり 

（高齢者会食会など） 
対象 対象  対象 対象 対象 対象  

ベストライフたま 対象  対象 対象 対象 対象 対象  

平尾会（ひらお苑） 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

博愛会（ハーモニー松葉） 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

いなぎ苑 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

いなぎ正吉苑 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

NPO法人 NPOふれあい広場 

ポーポーの木 
対象  対象  対象    

ヒルトップロマン 対象 対象  対象 対象 対象 対象  

ニチイホーム稲城（旧桜湯園稲城） 対象     対象 対象  

稲城市赤十字奉仕団 対象    対象    

ＮＰＯ法人 はじめのいっぽ 対象 対象  対象 対象 対象   

アクアメイト稲城通所介護事業所 対象 対象  対象 対象 対象 対象  

Ｓアミーユ稲城矢野口 対象 対象 対象 対象  対象   

ＮＰＯ法人 稲城・なごみの家 対象 対象  対象 対象 対象 対象  

稲城市柔道接骨師会デイサービス 対象     対象 対象  

平尾ベルの会 対象  対象  対象    

やのくち正吉苑 対象 対象 対象 対象 対象 対象 対象  

ペアウェル矢野口 対象 対象   対象 対象 対象  

Ｃアミーユ稲城長沼 対象  対象 対象  対象   

活動内容（※） （1） レクリエーシヨン等の指導、参加支援 

        （2） お茶出し、食堂内の配膳、下膳などの補助 

        （3） 喫茶などの運営補助 

        （4） 散歩、外出、館内移動の補助 

        （5） 行事等の手伝い (模擬店、会場設営、利用者の移動 

            補助、芸能披露など） 

        （6） 話し相手 

        （7） その他施設職員とともに行う軽微かつ補助的な活動 

（8） その他 

（ごみ出しなどのちょっとしたボランティアなど）
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第３章 稲城市介護支援ボランティア実施状況アンケート調査（平成２６年度） 

 

１ 調査目的 

介護支援ボランティア登録者について、介護支援ボランティア活動状況並

びに制度への感想・要望を明らかにし、今後の制度運営への資料とする。 

 

２ 調査方法等 

1. 調査対象 介護支援ボランティア登録者  

2. 調査方法 介護支援ボランティア手帳更新手続き時にお越しいただいた 

方にアンケート用紙を配布し、任意で回答を依頼 

3. 調査時期 平成 27年 3月 

4. 回収結果 有効回収数   

 

３ 調査結果 

1. 介護支援ボランティア制度について・・・大多数が良い制度であると評価

しているが、少数ながら見直しが必要と考える登録者もいる。 

2. 健康観の変化・・・半数以上の登録者が、「張り合いが出てきた」、「健康に

なった」という良い健康観の変化を感じているが、変わらないと回答した

登録者も２割程度いる。 

3. 制度についての自由記載・・・肯定的な意見として、「楽しみ、張合いが有

ります。」、「自分の生活の中の一部になっていまして、健康にも気を使う様

になっています。」など。制度改善などについては、「ポイントがつくボラ

ンティアと、つかないボランティアがあり、わかりにくい。」など。 

 

※アンケートの回答は一部修正、省略して掲載しています。 
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介 護 支 援 ボ ラ ン テ ィ ア 制 度 ア ン ケ ー ト  

  該当する項目に○印、またはご記入してください。 

 

１．介護支援ボランティアとしての活動期間および活動頻度をお教えく

ださい。 

活動期間（  年  か月）※おおよそで結構です。 
１年未満 ２人 ２％ １～２年 １５人 １２％ 

２～３年 ９人 ７％ ３年以上 ９２人 ７４％ 

無回答 ６人 ５％ 合計 １２４人 １００％ 

 

活動頻度（およそひと月に  回）※おおよそで結構です。 
１０回未満 １０８人 ８７％ １０回以上 ８人 ６％ 

無回答 ８人 ６％ 合計 １２４人 １００％ 

 

２．介護支援ボランティア制度を知った方法は何ですか。（いくつでも

回答可） 

 ①広報・市ホームページ ②市のチラシ ③友人・知人からの口コミ 

④ テレビ・新聞・雑誌   ⑤その他（          ） 
① 広報・市ホーム

ページ 

23人 １８％ ②市のチラシ １０人 ８％ 

③友人・知人からの

口コミ 
７１人 ５７％ ④テレビ・新聞・雑誌 ０人 ０％ 

⑤その他 ２１人 １７％ 合計 １２５人 １００％ 

⑤その他 

 ・施設や病院からの紹介 

 ・制度導入時に行われた説明会 
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3．介護支援ボランティア制度について、どのように思いますか。（ひ

とつのみ回答） 

 ①良い制度だと思う      ②普通の制度だと思う 

③見直しが必要だと思う     ④その他（          ） 
①良い制度だと 

思う 

１０３人 ８６％ ②普通の制度だと 

思う 

６人 ５％ 

③見直しが必要だと

思う 

５人 ４％ ④その他 ３人 ３％ 

無回答 １人 １％ 合計 １１８人 １００％ 

 

 

4．（介護支援ボランティアを行われている方のみ）介護支援ボラン

ティア活動として、この活動を始める前と現在では、健康面や精神

面に変化はありましたか。（いくつでも回答可） 

 ① 張り合いが出てきた  ② 健康になった  ③ 変わらない 

 ④ 体調をくずした    ⑤ その他（           ） 

① 張り合いが出てきた ６４人 ４８％ 

② 健康になった ２８人 ２１％ 

③ 変わらない ３７人 ２８％ 

④ 体調をくずした １人 １％ 

⑤ その他 ２人 ２％ 

無回答 １人 １％ 

合計 １３３人 １００％ 

①活動先に知り合いができた、来ると笑いが絶えない等 
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5．介護支援ボランティア制度についてご感想・ご意見などありましたら

自由にご記入ください。 

 
相当な年齢ですが続くかぎり続けたいと思います 

当初単純な支援ボランティアだと思っていたが実際は自身も恩恵に与る

制度であることを改めて認識しました 

ボランティアを始める前は余り関心がなく通りすぎていましたが始めて

から張り合いが出て楽しくやってます 

もっと多くの人にボランティアをしってほしいと思います 

ポイントをためておいて自分が支援が必要となったときポイントを利用

して支援を受けられる様な制度になるといいなと思います 

活動内容の維持することと６０代の方の勧誘が重要だと思います 

もう少しＰＲをして引きこもりの独居老人等が気楽に参加出来るように

手だてをしたら良いと思います 

上限の金額をもっと高くしたら男性の参加者が増えるのではないか。元気

に働いていた人がその仕事の中で得た経験を社会にお返しすることで社

会に役に立つ自分を発見できることもあります。 

東京ヴェルディの観戦ツアーは、夕方だと高齢者には向かないと思う 

脳梗塞で入院しました。その後の手の動きが悪くボランティアで洗濯たた

みをやっておりすごくリハビリに助かっています。 

出人数が多い時少ない時まちまちですが都合の悪い時など連絡すれば休

みももらえるし長く続ける事が出来ました。 

始めての経験でどの様になるか不安でした。コーヒーを持って行った時に

「ありがとう」「美味しかったわよ」と声をかけられ嬉しく元気パワーを

逆にもらいました 月一回ですが楽しみにしております。 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 
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第４章 稲城市介護支援ボランティア受入機関等意見交換会 

 

１ 意見交換会の開催目的 

稲城市介護支援ボランティア受入機関等との情報交換を通して制度をよ

り良いものにしていくこと、また受入機関等で制度運営上困っている点や疑

問点などを解消することを目的として開催した。 

 

２ 意見交換会に向けたアンケート調査 

意見交換会開催にあたって、受入機関等の現状や議題の選定等を目的とし

てアンケート調査を事前に実施した。 

1. 調査対象 介護支援ボランティア受入機関等 ２２団体 

2. 調査方法 郵便による送付・ＦＡＸによる回収 

3. 調査時期 平成 26年 10月 

4. 回収結果 有効回収数 ２２団体 （100％） 

5. アンケート調査結果 

 

 介護支援ボランティアについて 

 問１ 現在、介護支援ボランティアを実際に受け入れていますか。 

答１ 

① 受け入れている １９機関 85.7％ 

② 受け入れていない ３機関 14.3％ 

無回答 ０機関 00.0％ 

合計 ２２機関 100.0％ 

 

 

問２ 介護支援ボランティアは、週にどの程度活動していますか。 

答２  

① ほぼ毎日（週５日程度） ４機関 18.2％ 

② ３～４日程度 １機関 4.5％ 

③ 週１～２日程度 ３機関 13.6％ 

④ 不定期 ８機関 36.4％ 

⑤ その他 ３機関 13.6％ 

無回答 ３機関 13.6％ 

合計 ２２機関 100.0％ 
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問３ 各曜日およそ何人ぐらいの介護支援ボランティアの方が活動されてい 

      ますか。 

 

答３ 

社会福祉法人① 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

午後 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

 

社会福祉法人② 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前  0人 3～6人 6～8人 8～10人 3～8人 1人 0人 

午後 4～10人 4～12人 0～8人 3～19人 4～10人 5～10人 0～1人 

 

社会福祉法人③ 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 1人 0.5人 1人 0.5人 1人 0人 0人 

午後 1人 0.5人 1人 0.5人 1人 0人 0.5人 

 

社会福祉法人④ 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 3～4人 3～4人 3～4人 3～4人 3～4人 3～4人 0人 

午後 3～4人 3～4人 3～4人 3～4人 3～4人 3～4人 0人 

 

社会福祉法人⑤ 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 1人 1人 2人 2人 1人 1人 0人 

午後 1人 1人 2人 2人 2人 1人 0人 

 

社会福祉法人⑥ 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

午後 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 
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民間事業者① 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 0人 2人 0人 0人 0人 0人 0人 

午後 0人 0人 0人 0人 0人 3人 0人 

 

民間事業者② 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人  

午後 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

 

民間事業者③ 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 1人 3人 4人 5人 1人 2人 0人 

午後 1人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 

 

民間事業者④ 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

午後 0人 2人 0人 0人 0人 0人 0人  

 

民間事業者⑤ 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

午後 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

 

民間事業者⑥ 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

午後 1人 1人 0人 1人 0人 0人 0人 
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その他の団体①  

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 7人 3人 15人 15人 10人 0人 0人 

午後 7人 3人 15人 15人 10人 0人 0人 

 

その他の団体②  

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 月 1回 0人 0人 0人 1人 0人 0人 

午後 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

 

その他の団体③  

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

午後 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

 

その他の団体④ 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

午後 0人 0人 0人 12人 0人 0人 0人  

 

その他の団体⑤ 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 2人 0人 0人 0人 0人 0人 3人 

午後 0人 0人 0人 0人 0人 0人 3人 

 

その他の団体⑥ 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 6～7人 0人 0人 0人 2人 5～6人 0人 

午後 6～7人 5人 0人 2～3人 0人 3人 0人 
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その他の団体⑦ 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

午後 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

 

その他の団体⑧ 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

午前 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人  

午後 0人 5～8人 0人 5～8人 0人 0人 0人  

 

 問４ ボランティア受入機関等としてこの制度についてご意見、ご感想、困

ったこと、運営上の疑問などご記入ください。 

 答４ 

この制度を見本として全国の市区町村で同じような事業を実施しているところが増えてきて

いるが、稲城市とは異なるポイントの付与や活動内容をしているような市町村があれば、逆

にこちらから視察に行きたいと考えているます。 

全国に先駆けた市としては、新しいことを模索したいと考えています。 

他施設の状況等についていろいろと聞くことができるのは良いと思いますが、 

知れたところで・・・という感じがします。 

ボランティアの支援があって、活動の幅もでき、内容も充実し感謝しております。 

・特に特技をもった方々が、絵手紙・太極拳・手芸・民謡・ヨガ・麻雀など熱心に指導してくだ

さり、 

利用者の方が喜んで参加してくださっています。 

・お食事会で、これもお料理が得意なボランティアさんに頼って活動しています。 

・運営上特に困っていることは、いまのところありません。 

活動に参加してくれる若い人に活動を理解してもらいたいと思いますが、 

なかなかそのチャンスがありません。 

傾聴ボランティアの方々に来ていただいています。大変好評にて感謝しております。 

 

ボランティアについて 

問５ 貴機関・施設ではボランティア受け入れの担当者はいらっしゃいます 

か。 

答５ ①いる  担当者名（         ）  ②いない 

① ① いる １４機関 71.4％ 

② いない ８機関 28.6％ 

無回答 ０機関 0.0％ 

合計 ２２機関 100.0％ 
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問６ 貴機関・施設ではボランティアを最大で何人くらいまで受け入れるこ 

   とが出来ますか。また現在のボランティア受け入れ数は何人くらいで 

すか。 

答６ 

受入機関等 最大受け入れ可能数 現在の受け入れ数 

社会福祉法人② なし およそ２００人 

社会福祉法人③ およそ２０人 １０人 

社会福祉法人⑤ ４人 １～２人 

民間事業者① 何人でも 未記入 

民間事業者②  未記入 １人 

民間事業者③ ４人/日 およそ２０人 

民間事業者④ ０人 ０人 

民間事業者⑤ ２人 ０人 

その他の団体① なし およそ５０人 

その他の団体② 1人/日 1人/日 

その他の団体③ ２人 １人 

その他の団体④ １６人 １３人 

その他の団体⑤ ５人 ３人 

その他の団体⑥ なし １７人 

その他の団体⑦ 1人 ０人 

 

 

 

 

問７ ボランティアの受け入れ状況はいかがですか。 

答７  

① もっと受け入れたい １１機関 50.0％ 

② これ以上は受け入れられない ０機関 00.0％ 

③ ちょうどいい ４機関 18.2％ 

その他 １機関 4.5％ 

無回答 ６機関 27.3％ 

合計 ２２機関 100％ 
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問８ ボランティアに対して行ってほしい研修や講座などがありましたらご

記入ください。 

答８ 

必要な時に来てくれるような仕組みができたらありがたい。 

ゴミ出しボランティアについて。コーディネートが難しいケースが増えてきてい

る。 

現在編み物をできる方を依頼しております。 

今きていただいている書道・絵手紙のボランティアさんは、とても良いです。もっ

と、ボランティアさんを受け入れたいが、有料老人オームには来ていただけるのは

少ないのでしょうか。特養にはたくさんボランティアさんがいらっしゃる様な気が

しますが。 

囲碁、麻雀、トランプ等の方が増えるともっと助かります。 

午後の活動ボランティアさんがいらしゃったら、是非よろしくお願いします。（歌

や踊り何でも） 

向陽台は、毎週火曜日の予防デイふれあい広場のボランティアを受け入れたい。 

平尾のコミュニティー喫茶は、曜日によってボランティアが足りない曜日もあるの

で、ボランティア希望日を問い合わせください。 

赤十字奉仕団員として市立病院の裁縫奉仕の活動をしている。 

特技を持っておられる方、活動の指導に当たってくださる方を望みます。 

ボランティアさんに楽しく長く参加していただけるよう割り合いにゆるやかに運

営しています。都合が悪いときは休んでいただきみんなでカバーします。 

私共の活動は隣近所の出会い・助け合いの中に温かい暮らしの日常を楽しむ場にし

たいと考えています。世代を超えて活動したいのですが、なかなかうまくいきませ

ん。 
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３ 介護支援ボランティア受入機関等意見交換会次第 

 

介護支援ボランティア受入機関意見交換会 次第 

 

日 時： 平成２６年１０月２３日（木）１４時３０分～１６時  

場 所： 稲城市役所 ６階６０１・６０２会議室  

 

 

開 会 

 

議 題 

 １ 介護支援ボランティア制度について 

市役所高齢福祉課 

・ 制度の趣旨 

・ ２５年度実施報告書 

社会福祉協議会 

・ 登録など事務の流れ 

・ 個人情報保護などのボランティアの心得と制度説明会の実施 

 

 

 ２ ボランティアの受け入れなどについて 

出席事業者から自己紹介と現在の受入状況などの紹介 

 

 

 ３ 介護支援ボランティア制度へのご意見・ご質問 
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４ 介護支援ボランティア受入機関等意見交換会議事録 

 

実施日時：平成２６年１０月２３日(木) １４時３０分～１６時 

   場所：６０１・６０２会議室 

参加人数：受入機関等７団体７人、市役所事務局３人、社協担当２人 

 

※⇒は管理機関側からの回答など 

※意見交換会の発言順・会話の流れなどは考慮せず、受入機関等毎に今回の意見交換会で出

た意見をまとめることで議事録とする。 

 

【議題１】ボランティアの受入状況 

 

〇カラオケやレクリエーション、シーツ交換、傾聴ボランティア等がある。 

・週に１回、雑巾縫い等やちょっとした繕いをしてもらっているが、大変助かっている。 

・受け入れ側である職員が一年一年で異動するので、一貫して皆がボランティアさんことを

把握できていないことが、課題である。 

〇シーツ交換・喫茶の補助・清掃・一芸披露・囲碁将棋の相手等がある。 

・活動者数としては増加傾向だが、世代交代の点で伸び悩んでいる。 

・ボランティアコーディネーターの研修に参加したいが、普段の業務もありなかなか参加

できていない。 

〇80 代の活動者もいて驚いている。活動するために体調を合わせている等の話を聞く

と、この事業が本当に介護予防になっていると感じる。 

〇１日平均４名ずつのボランティアさんに来てもらっている。 

・配膳下膳の手伝いやアクティビティの手伝い等がある。 

・ボランティアさんより、活動により交流が生まれてうれしいという声がある。 

・午前中活動したボランティアさんが、施設で行われる午後の体操に参加することもあ

る。 

〇スタンプを押すことによって、みなさん頑張って活動してくれている。 

〇団地の集会所を使って活動している。 

・集合住宅で引きこもりにならないように、分譲住宅に限らず、また他地区の方もぜひ来てく

ださいという形で活動している。 

〇活動者の中には 65歳未満の方もいるが、スタンプは 65歳以上の方のみ。 

・特技を生かした活動をしている。 

〇コーディネーターとして活動する日と、ボランティアとして活動する日があり、後者のときだ

けスタンプを押している。 

・ゴミ出しのボランティアを行っているが、コーディネートが難しい場合もある。 

〇受け入れの幅を広げていきたいと考えている。 
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【議題２】介護支援ボランティア制度へのご意見・ご質問 

 

Q、何か催しものがありますか 

A、年に一度、ボランティアさんに対して感謝の気持ちを込めて交流会を行っている。そこで

は普段提供している食事を出したり、活動写真をスライドしたり、芸能披露の方に来ていただ

いたりしている。曜日が違うとボランティア同士でも入れ違いになることがあるので、なかな

か会えない人とも交流できたりする。 

A、全体で親睦会を行っている。 

Q、登録前にお試し期間があってもよいのでは。また、（65 歳以上の方が）登録前に活動した

分を遡りでスタンプ押印したい。 

A、登録した後に活動先は変更できるため、まずは登録をしてほしい。最初に制度や個人情

報保護の話等をさせていただくので、それを承諾した上で登録する必要がある。 

〇Iバスがもっと便利になれば、もっと活動しやすくなる。 

・路線変更により、活動先に通いづらくなってしまった。 

〇周知に力を入れてほしい。他市の周知活動を参考にするとよい。 

・制度を知らずに施設に来た方に対して、気軽に渡せる制度のチラシが欲しい。 
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第５章 介護予防効果の検証 

 

１ 稲城市介護支援ボランティア制度の保険料抑制効果からみる介護予防効果 

 

 稲城市介護支援ボランティア制度の介護予防効果（要介護出現率）を保険料

抑制という観点から捉えるとどの程度の効果をもたらすのか、平成２５年度ベ

ースで試算を行った。 

 要介護出現率については効果が見られた（利得２，４１１，３２５円）が、

事業費（１，６８８，７２８円）を控除することにより、稲城市介護支援ボラ

ンティア制度を実施したことによる費用利得は年額７２２，５９７円となり、

一人一月あたり０．８円の介護保険料抑制効果と試算される。 

 

登録者編

区分 記号 数値

高齢人口 P 16,473
介護支援ボランティアでない高齢者 A=P-B 15,931 人
介護支援ボランティア高齢者（登録者数） B 542 人
Ａのうち新規要介護者 Ａ’ 495 人
Ｂのうち新規要介護者 Ｂ’ 15 人
平成２５年度の一人当たり要介護者の介護費用（１月当たり) Ｍ 109164 円
介護支援ボランティア制度に要する費用（介護予防事業費） Ｈ 1,688,728 円

Ａの要介護出現率 Ａ’／Ａ 0.0311
Ｂの要介護出現率 Ｂ’／Ｂ 0.0277

介護支援ボランティア制度がなかった場合の新規要介護者人数 α = （Ａ＋Ｂ）×Ａ’／Ａ 512 人
新規要介護者の抑制人数 β = α －（Ａ’＋Ｂ’） 2 人

介護支援ボランティア制度の費用効果（年間） γ = β ×Ｍ×１２ 2,411,325 円
介護支援ボランティア制度による費用利得 θ = γ －Ｈ 722,597 円

保険料抑制効果 Ｋ = θ ×０．２１／（Ａ＋Ｂ）／１２ 0.8 円

平成２５年度における稲城市介護支援ボランティア制度導入効果の粗い試算（保険料抑制効果）

※Kは、すべて小数点以下も含めた数値を用いて計算を行い、小数点第二位の値を四捨五入した数値。
「Ａの要介護出現率」以下の計算途中の数値は、小数点以下(要介護出現率のみ小数点第五位)を四捨五入した数値。
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２ 活動者を対象とした場合における稲城市介護支援ボランティア制度の保険

料抑制効果からみる介護予防効果 

 

 １では、登録者全員（活動していない方を含む）で試算しており、活動に対

しての効果ではなく制度実施における効果と考えられる。 

 そこで活動に対しての介護予防効果を測定するために同じ試算式を用いて介

護支援ボランティア活動者について試算をおこなった。 

１の「稲城市介護支援ボランティア制度の保険料抑制効果からみる介護予防

効果」について、「介護支援ボランティア登録者数」から「ポイント獲得者数」

に置き換え、平成２５年度ベースで試算を行った。 

稲城市介護支援ボランティア制度を実施したことによる費用利得は年額７，

７６０，２６３円となり、一人一月あたり８．２円の介護保険料抑制効果があ

ると試算される。 

 

活動者編

区分 記号 数値
高齢人口 P 16,473
介護支援ボランティア活動をしなかった高齢者 A=P-B 16,172 人
介護支援ボランティア活動をした高齢者（ポイント獲得者） B 301 人
Ａのうち新規要介護者 Ａ’ 495 人
Ｂのうち新規要介護者 Ｂ’ 2 人
平成２４年度の一人当たり要介護者の介護費用（１月当たり) Ｍ 109,164 円
介護支援ボランティア制度に要する費用（介護予防事業費） Ｈ 1,688,728 円

Ａの要介護出現率 Ａ’／Ａ 0.0306
Ｂの要介護出現率 Ｂ’／Ｂ 0.0066

介護支援ボランティア制度がなかった場合の新規要介護者人数 α = （Ａ＋Ｂ）×Ａ’／Ａ 504 人
新規要介護者の抑制人数 β = α －（Ａ’＋Ｂ’） 7 人

介護支援ボランティア制度の費用効果（年間） γ = β ×Ｍ×１２ 9,448,991 円
介護支援ボランティア制度による費用利得 θ = γ －Ｈ 7,760,263 円

保険料抑制効果 Ｋ = θ ×０．２１／（Ａ＋Ｂ）／１２ 8.2 円

※Kは、すべて小数点以下も含めた数値を用いて計算を行い、小数点第二位の値を四捨五入した数値。
「Ａの要介護出現率」以下の計算途中の数値は、小数点以下(要介護出現率のみ小数点第五位)を四捨五入した数値。

平成２５年度における稲城市介護支援ボランティア制度導入効果の粗い試算（保険料抑制効果）
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第６章 介護支援ボランティア制度の全国市町村アンケート調査の結果 

 

介護支援ボランティア制度は平成１９年に地域支援事業の介護予防事業等に

位置づけられたが、これまで全国的な調査が行われたことがなかったため、各

市町村における実施状況等は明らかではなかった。 

 また、今般の介護保険制度改正では、生活支援サービスの担い手として高齢

者ボランティアがイメージされ、それぞれの市町村では介護支援ボランティア

制度の活用が想定されている状況である。しかし、現在、稲城市の行っている

「介護支援ボランティア制度」は、高齢者のボランティア精神を尊重し、地域

において高齢者自らの介護予防を推進することを主眼としており、生活支援サ

ービスの主体的な担い手になることを想定していない。 

 こうした背景から、第６期介護保険事業計画の策定時期を控え、稲城市では

全国における実施状況を把握することが必要であると判断し、本年１月に「介

護支援ボランティア制度全国市町村アンケート調査を実施することとした。 

 以下では、この全国市町村アンケート調査の主な結果を紹介する。 

 

【調査方法等】  

 調査方法は、電子メールを活用し、都道府県に対して、管内市町村へ「調査依頼書」

及び「介護支援ボランティアに係るアンケート票」の配布を依頼し、各市町村から稲

城市へ直接回答書を電子メールで返送する方法とした。 

 また、調査期間は、平成２６年１月１６日（木）から３０日（木）までとした。 

 調査対象の１７４２市町村のうち、９７２市町村（５５．８％）から回答があった。

また、広域連合については、集計の都合上、構成市町村ごとの回答として取り扱った。 

 

【調査項目】 

 アンケート調査の項目は、「実施の有無」「事業名もしくは制度名」「実施（予定）

時期」「対象年齢」「活動対象」「活動内容」「活動の評価方法及び１年間の上限額」

「事業目的」「事業の実施方法」「２４年度の決算額・ポイント等換金額」「財源」

「管理機関」「介護予防効果の検証の有無・実施方法」「介護支援ボランティア登録

人数」などある。 

 なお、本調査に関する調査票及び依頼文については、参考資料のとおりである。 

 

【主な調査結果】 

１ 介護支援ボランティア制度実施（予定）市町村 

 介護支援ボランティア制度実施（予定）市町村は第１表のとおりである。 

 実施（予定）市町村数は、市（特別区を含む。）が１９７（うち特別区１３、政令
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指定都市が１０、中核市が１５）、町が６７、村が４であった。平成２１年２月に稲

城市が都道府県を対象として実施した「介護支援ボランティア制度の実施状況調査結

果」では、回答のあった４６都道府県中、管内市町村において介護支援ボランティア

制度を実施（予定）の市町村数は２７であったが、今回の調査結果では実施（予定）

市町村数が２６８であり、この５年間で約１０倍に増加していることがわかる。 

 

第１表 介護支援ボランティア制度実施（予定）市町村一覧 

都道府県名 実施済の市町村 今後実施予定の市町村 

北海道 札幌市※・苫小牧市・石狩市・七飯町・京

極町・苫前町・豊富町・置戸町・大空町・

芽室町・白糠町 

函館市＃・小樽市・北広島市・

沼田町・下川町・平取町 

 

青森県 

八戸市  

岩手県 矢巾町・山田町 花巻市・岩泉町・洋野町 

宮城県  塩竈市・名取市 

秋田県 秋田市＃  

山形県 天童市  

福島県 会津若松市・郡山市＃・猪苗代町・湯川村・

新地町 

 

茨城県 土浦市・石岡市  

栃木県 日光市・小山市・那須烏山市 宇都宮市＃ 

群馬県 前橋市＃・桐生市・館林市・藤岡市 伊勢崎市・太田市 

埼玉県 さいたま市※・川口市・秩父市・飯能市・

東松山市・春日部市・上尾市・越谷市・志

木市・和光市・鶴ヶ島市・吉川市・白岡市・

嵐山町・鳩山町・長瀞町 

川越市＃・鴻巣市・ふじみ野市・

神川町 

 

千葉県 千葉市※・松戸市・成田市・柏市＃・流山

市・我孫子市・印西市・白井市・酒々井町 

袖ケ浦市・大網白里市・ 

東京都 千代田区・新宿区・墨田区・大田区・世田

谷区・杉並区・豊島区・荒川区・足立区・

葛飾区・江戸川区・八王子市・小平市・日

野市・福生市・東大和市・清瀬市・武蔵村

山市・稲城市・あきる野市 

目黒区・板橋区・多摩市 

 

神奈川県 横浜市※・相模原市※・平塚市・藤沢市  

新潟県 新潟市※・長岡市・三条市・佐渡市・胎内

市 

 

富山県   

石川県  小松市 

福井県 福井市・鯖江市  

山梨県 甲府市・富士吉田市・韮崎市・北杜市・笛

吹市・上野原市・中央市 

山中湖村 

 

長野県 伊那市・御代田町・長和町  

岐阜県 美濃加茂市・笠松町・池田町 可児市・白川町 

静岡県 袋井市 浜松市※ 

愛知県 岡崎市＃・津島市・碧南市・刈谷市・高浜 蒲郡市・日進市・長久手市 
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市・岩倉市・豊明市 

三重県 松阪市・桑名市・志摩市 菰野町 

滋賀県 守山市・甲賀市 近江八幡市・栗東市・野洲市 

京都府 福知山市 八幡市・京田辺市・京丹波町 

大阪府 寝屋川市  

兵庫県 姫路市＃・伊丹市・赤穂市・三木市・小野

市・加東市・たつの市 

朝来市 

奈良県 橿原市  

和歌山県  和歌山市＃ 

鳥取県 鳥取市・倉吉市・日南町 米子市 

島根県 奥出雲町・邑南町  

岡山県 倉敷市＃・浅口市 勝央町 

広島県  府中町 

山口県 宇部市・山陽小野田市 山口市・下松市 

徳島県 鳴門市  

香川県 観音寺市・小豆島町・綾川町  

愛媛県 今治市・久万高原町 新居浜市 

高知県  高知市＃ 

福岡県 北九州市※・福岡市※・久留米市＃・古賀

市・那珂川町・篠栗町・鞍手町 

田川市・柳川市・筑後市・朝倉

市・宇美町・粕屋町・築上町 

佐賀県 唐津市・有田町・杵藤地区広域市町村圏組

合（武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江

北町・白石町・太良町）・佐賀中部広域連

合（佐賀市・多久市・小城市・神崎市・吉

野ヶ里町） 

鳥栖地区広域市町村圏組合（鳥

栖市・基山町・みやき町・上峰

町） 

長崎県 長崎市＃・大村市・平戸市・島原地域広域

市町村圏組合（島原市・雲仙市・南島原市） 

長与町 

熊本県 熊本市※・人吉市・荒尾市・玉名市・天草

市・美里町・芦北町・錦町・多良木町・球

磨村 

菊池市・あさぎり町 

 

 

大分県 中津市・臼杵市・豊後高田市 佐伯市 

宮崎県 宮崎市＃・小林市  

鹿児島県 鹿屋市・枕崎市・阿久根市・出水市・指宿

市・西之表市・垂水市・薩摩川内市・日置

市・曽於市・霧島市・いちき串木野市・南

さつま市・志布志市・奄美市・南九州市・

姶良市・さつま町・大崎町・大和村・瀬戸

内町・龍郷町・喜界町・徳之島町・伊仙町・

和泊町・与論町 

 

沖縄県   

合計 ２０６団体 ６２団体 

※印は政令指定都市。＃印は中核市。 
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２ 介護支援ボランティアの対象年齢 

 介護支援ボランティアの対象年齢については、第２表のとおりである。６９．８％

の市町村が６５歳以上を対象としている。高齢者のボランティアとして定着している

ことがわかる。 

 

第２表 対象年齢 

区分 市町村数（割合） 

２０歳以上        ３（  １．１％） 

４０歳以上       １６（  ６．０％） 

６０歳以上       １１（  ４．１％） 

６５歳以上      １８７（ ６９．８％） 

その他       ５１（ １９．０％） 

合計      ２６８（１００．０％） 

 

３ 介護支援ボランティアの活動対象 

 介護支援ボランティアの活動は多岐に渡っており、稲城市の介護支援ボランティア

の例を参考にした区分では、「レクリエーション等の指導、参加支援」、「話し相手」、

「お茶出し、食堂内の配膳・下膳等の補助」、「その他施設職員と共に行う軽微かつ補

助的な活動」、「行事等のお手伝い（模擬店、会場設営、利用者の移動の補助」、「散歩、

外出、館内移動の補助」が多くの市町村でも行われていた。 

 

第３表 活動対象（複数回答可） 

区分 市町村数 

１ レクリエーション等の指導、参加支援         ２１６ 

２ お茶出し、食堂内の配膳・下膳等の補助         １８７ 

３ 喫茶等の運営補助          ９２ 

４ 散歩、外出、館内移動の補助         １７８ 

５ 行事等のお手伝い（模擬店、会場設営、利

用者の移動の補助、芸能披露等） 

        １８３ 

６ 話し相手         ２０４ 

７ その他施設職員と共に行う軽微かつ補助的

な活動 

        １８７ 

８ その他         １２５ 

 

４ 介護支援ボランティアの活動内容 

 介護支援ボランティアの活動内容では、施設内活動が非常に多い。 

 また、在宅での活動は、「無」と回答した市町村は、「有」と回答した市町村の３倍

であった。在宅での活動は比較的少ないことがわかる。 

 事業所等の業務代替となる活動では、「業務代替となる活動はない」と回答した市町

村が非常に多く、ボランティアを労務代替としていない実情がわかる。 
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第４表 活動内容 

区分 市町村数 

１ 施設内活動 
有      ２１９ 

無       ３２ 

２ 在宅活動 
有       ６０ 

無      １８９  

３ 介護保険事業以外の活動 

全て介護保険事業        ３ 

一部介護保険事業       １０ 

全て介護保険以外の事業        ３ 

４ 事業所等の業務代替とな

る活動 

全て業務代替となる活動        １ 

業務代替となる活動も含む       ２８ 

業務代替となる活動はない      ２１４ 

  

５ 活動の評価方法 

 介護支援ボランティアの活動の評価方法では、ポイントを現金に交換するものが多

く、地域通貨や地域振興券との交換は少ないことがわかる。 

 また現金交換の一年間の上限額は、５，０００円としている市町村が多いことがわ

かる。 

第５表 活動の評価方法 

区分 市町村数 

１ 現金 

   １，０００円        １ 

   ５，０００円      １３４ 

   ５，５００円        １ 

   ６，０００円        ６ 

   ８，０００円        ３ 

  １０，０００円         ４ 

  ３３，６００円        １  

  ３６，０００円        １ 

     その他        ９ 

２ 地域通貨 

   ５，０００円        ５ 

  １０，０００円        １  

     その他        １ 

３ 地域振興券 
   ５，０００円       ２６ 

     その他        ３ 

４ その他                       ８４ 

 

６ 介護支援ボランティア制度の事業目的 

 介護支援ボランティア制度の事業目的では、「元気高齢者対策」を掲げている市町村

が多い。「介護保険料対策」と回答した市町村は、「元気高齢者対策」と回答した市町

村の約三分の一であり、また、「介護人材不足対策」と回答した市町村は極めて少なか

った。ここでもボランティアを介護労働力として活用している例が少ないことがわか

る。 
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第６表 事業目的（複数回答可） 

区分 市町村数（割合） 

１ 元気高齢者施策      ２４５（ ９１．４％） 

２ 介護人材不足対策       ３４（ １２．７％） 

３ 介護保険料対策       ８６（ ３２．１％） 

４ その他       ４４（ １６．４％） 

合計      ２６８（１００．０％） 

※未回答及び複数回答可であるため、回答数の合計値は一致しない。 

 

７ 介護支援ボランティア制度の地域支援事業等における実施方法 

 介護支援ボランティア制度は地域支援事業の「介護予防事業・地域介護予防活動支

援事業」と位置づけての実施が非常に多く、地域支援事業の「任意事業・地域自立生

活支援事業」や「その他・一般施策等」と位置づけての実施は少ない。 

 

第７表 事業の実施方法（複数回答可） 

区分 市町村数（割合） 

１ 介護予防事業・地域介護予防活動支援事業      ２１９（ ８１．７％） 

２ 任意事業・地域自立生活支援事業       ２０（  ７．５％） 

３ その他・一般施策等       ２３（  ８．６％） 

合計      ２６８（１００．０％） 

※未回答及び複数回答可であるため、回答数の合計値は一致しない。 

 

８ 介護支援ボランティア制度の実施財源 

 介護支援ボランティア制度の実施財源は、「地域支援事業交付金」が非常に多く、

「一般財源」や「その他」は少ないことがわかる。 

 

第８表 財源（複数回答可） 

区分 市町村数（割合） 

１ 地域支援事業交付金      ２２３（ ８３．２％） 

２ 一般財源       ５４（ ２０．１％） 

３ その他       ２７（ １０．１％） 

合計      ２６８（１００．０％） 

※未回答及び複数回答可であるため、回答数の合計値は一致しない。 

 

 

９ 介護支援ボランティア制度の介護予防効果検証 

 介護支援ボランティア制度の実施を通じて予防効果の検証が行われているかどうか

については、「効果検証を行っていない」と回答した市町村が比較的多い状況である。

介護予防効果検証の難しさがあらわれているものと思われる。 
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第９表 介護予防効果の検証の有無（複数回答可） 

区分 市町村数 

介護予防効果の検証 

効果検証を行っている     ５９ 

内
訳 

１ 保険料軽減効果額の算定     １０ 

２ 主観的健康感アンケート     ４９ 

３ その他      ２５ 

効果検証を行っていない    １３５   

※未回答及び複数回答可であるため、回答数の合計値は一致しない。 

 

 

１０ 介護支援ボランティア登録人数 

 全国の介護支援ボランティア登録人数の合計は、６３，９５８人となっている。こ

れは特別養護老人ホームの入所申込者のうち、在宅で、かつ、要介護４及び５の申込

者が６．７万人（平成２５年１１月２１日、全国介護保険担当部（局）長会議資料（厚

生労働省老健局）P114「特別養護老人ホームの入所者の状況」）に近い人数となってい

る。 

 

第１０表 介護支援ボランティア登録人数 

区分 全国合計人数 

介護支援ボランティア登録人数      ６３，９５８人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 



39 

 

 

 



40 

 

 

 



41 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 



43 

 

 稲城市介護支援ボランティア制度実施要綱 

（平成 19年 7月 9日市長決裁） 

 （目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法(平成９年法律第 123号)第 115条の 44第１項

に規定する介護予防事業として、高齢者が介護支援ボランティア活動を通し

て地域貢献することを奨励及び支援し、高齢者自身の社会参加活動を通した

介護予防を推進するため、市民の共同連帯の理念に基づき、稲城市介護支援

ボランティア制度（以下「介護支援ボランティア制度」という。）を設け、も

って生き生きとした地域社会をつくることを目的とする。 

 （基本方針） 

第２条 介護支援ボランティア制度は、高齢者がボランティア精神を尊重し、

地域において高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営がなされ

なければならない。 

２ 介護支援ボランティア制度の実施に当たっては、個人情報保護に留意しな

ければならない。 

３ 介護支援ボランティア制度の運営に当たっては、次の効果を上げることが

できるよう配慮しなければならない。 

 (1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。 

 (2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。 

 (3) 要介護高齢者等に対する介護支援ボランティア活動に関心が高まるこ

と。 

 (4) 介護給付費等の抑制につながること。 

 （介護支援ボランティア制度） 

第３条 介護支援ボランティア制度は、高齢者が行った介護支援ボランティア

活動の実績を評価したうえで評価ポイントを付与し、当該高齢者の申出によ

り、当該評価ポイントを換金した介護支援ボランティア評価ポイント転換交

付金を交付するものとする。 

２ 介護支援ボランティアの対象となる高齢者は、稲城市における介護保険第

１号被保険者とする。 

３ 介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動は、市長が指定するもの

とする。 

４ 介護支援ボランティアは、第５条第１項の指定を受けた介護支援ボランテ

ィア受入機関等で介護支援ボランティア活動を行うものとする。 

 （管理機関） 

第４条 介護支援ボランティアの登録、介護支援ボランティア手帳の交付、介

護支援ボランティア評価ポイントの付与及び管理並びに介護支援ボランティ

ア評価ポイント基金管理は、介護支援ボランティア管理機関（以下「管理機

関」という。）が行うものとする。 

 （介護支援ボランティア受入機関等） 

第５条 介護支援ボランティア受入機関等（以下「受入機関等」という。）は、

あらかじめ第３条第３項に規定する介護支援ボランティアの対象となる事業

及び活動について、市長から指定を受けなければならない。 
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２ 受入機関等が前項の指定を受けようとするときは、「稲城市介護支援ボラ

ンティア（事業・活動）指定申請書」（様式第１号）により市長へ申請しなけ

ればならない。 

３ 市長は、前項の申請に基づき指定し、又は却下したときは、稲城市介護支

援ボランティア（事業・活動）指定・却下決定通知書（様式第２号）により

申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、既に指定を受けていた介護支援ボランティアの対象となる事業及

び活動について、その指定を取り消したときは、稲城市介護支援ボランティ

ア（事業・活動）指定取消決定通知書（様式第３号）により指定を受けてい

た者に通知するものとする。 

５ 受入機関等は、介護支援ボランティアが活動を行った場合は、当該活動時

間等に応じ、回数を単位として評価するものとする。 

６ 受入機関等は、介護支援ボランティア活動を１時間につき１回として評価

するものとする。ただし、介護支援ボランティア活動を１日において２時間

以上行った場合又は２か所以上で行った場合については、当該活動を２回ま

でとして評価するものとする。 

７ 評価の方法は、介護支援ボランティア手帳に活動確認スタンプを押印する

ことによって行うものとする。 

８ 前項に規定する活動確認スタンプの様式は、管理機関が別に定める。 

 （介護支援ボランティア活動実績の把握） 

第６条 介護支援ボランティア活動を行おうとする者は、介護支援ボランティ

ア登録申請書を管理機関に提出するものとする。 

２ 管理機関は、介護支援ボランティアに対し、介護支援ボランティア手帳を

交付するものとする。 

３ 介護支援ボランティア登録申請書及び介護支援ボランティア手帳の様式は、

管理機関が別に定める。 

４ 管理機関は、前年度の活動実績について、介護支援ボランティア手帳に押

印されたスタンプの数に応じて評価ポイントを付与することができる。 

５ 管理機関は、前項の規定により評価ポイントの付与を行ったときは、介護

支援ボランティア手帳に介護支援ボランティア活動評価ポイント付与認証印

を押印するものとする。 

６ 介護支援ボランティア活動評価ポイント付与認証印の様式は、管理機関が

別に定める。 

 （評価ポイント） 

第７条 評価ポイントの付与基準は次のとおりとする。 

活動実績 付与する評価ポイント 

10回から 19回まで 1,000ポイント 

20回から 29回まで 2,000ポイント 

30回から 39回まで 3,000ポイント 

40回から 49回まで 4,000ポイント 

50回以上 5,000ポイント 
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２ 活動実績及び評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。 

３ 管理機関は、介護支援ボランティアに付与した評価ポイント数、活用ポイ

ント数及び差し引き残高ポイント数について、当該付与の日から介護支援ボ

ランティア制度の廃止の日後２年を経過する日まで、継続的に管理するもの

とする。 

 （評価ポイント転換交付金） 

第８条 評価ポイントを活用して評価ポイント転換交付金の交付を受けようと

する者は、介護支援ボランティア評価ポイント活用申出書（様式第４号）に

介護支援ボランティア手帳を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 介護支援ボランティアの介護保険料にかかる未納又は滞納がある場合は、

当該評価ポイント転換交付金は交付しないものとする。 

３ 市長は、第１項の申出があった場合において、当該介護支援ボランティア

に介護保険料に係る未納又は滞納が無いときは、介護支援ボランティア活動

評価ポイント活用申出伝達書（様式第５号）に介護支援ボランティア手帳を

添付のうえ、管理機関へ伝達するものとする。 

４ 管理機関は、前項に規定する伝達に基づき、当該評価ポイント活用の申出

者の蓄積した評価ポイントを換金し、年度ごとに 5,000 円を限度として、評

価ポイント活用の申出者に対して介護支援ボランティア評価ポイント転換交

付金を交付するものとする。このとき管理機関は、「介護支援ボランティア評

価ポイント転換交付金交付決定通知書」を当該評価ポイント活用の申出者へ

通知する。 

５ 前項の介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金交付決定通知書の様

式は、管理機関が別に定める。 

６ 介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金の算定基準は、次のとおり

とする。 

評価ポイント 
介護支援ボランティア評価ポイ

ント転換交付金 

1,000ポイント 1,000円 

2,000ポイント 2,000円 

3,000ポイント 3,000円 

4,000ポイント 4,000円 

5,000ポイント 5,000円 

 

 （地域支援事業交付金の活用） 

第９条 管理機関は、市が交付する地域支援事業交付金を介護支援ボランティ

ア評価ポイント転換交付金に充てるものとする。 

 （事業の委託） 

第１０条 市は、介護支援ボランティア事業の実施に当たって、必要な事務を

管理機関へ委託することができる。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に規定するもののほか、介護支援ボランティア制度実施に
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関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

   付 則 

 （施行期日）  

第１条 この要綱は、平成 19年９月１日から施行する。 

 （準備行為） 

第２条 介護支援ボランティア制度の施行に関し必要な行為は、施行日前にお

いても行うことができる。 

   付 則 （平成 22年３月 31日改正） 

 この要綱は、平成 22 年３月 31 日から施行する。ただし、第１条の規定は、

平成 21年５月１日から適用する。 
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様式第１号（第５条第２項関係） 

  年  月  日 

 

 稲城市長殿 

 

                   申請者 

                    住所 

                    団体名 

                    代表者        印 

                    電話 

 

稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）指定申請書 

 

 稲城市介護支援ボランティアの対象として指定を受けたいので、稲城市介護

支援ボランティア制度実施要綱第５条第２項の規定に基づき申請します。 

 

記 

 

事業名  

 

 

活動内容 

 

 

 

活動場所  

活動人数          人（うち 65歳以上   人） 
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様式第２号（第５条第３項関係） 

  年  月  日 

 

  団体名 

  代表者        殿  

 

                     稲城市長       

 

稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）指定・却下決定通知書 

 

     年  月  日付で申請のあった稲城市介護支援ボランティア（事

業・活動）指定申請については、下記のとおりとしたので通知します。 

 

記 

１ 以下のとおり指定する。 
指定年月日  

指定番号  

事業名  

 

 

活動内容 

 

 

 

活動場所  

活動人数          人（うち 65歳以上   人） 

 

２ 次の理由により却下する。 

却下理由 
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様式第３号（第５条第４項関係） 

    年  月  日 

 

  団体名 

  代表者        殿  

 

                     稲城市長       

 

稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）指定取消決定通知書 

 

 下記の稲城市介護支援ボランティア（事業・活動）については、下記のとお

り指定を取り消す 

 

記 
 

取消年月日  
指定年月日  

指定番号  

事業名  

 

 

活動内容 

 

 

 

活動場所  

活動人数          人（うち 65歳以上   人） 

 

取消理由 
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様式第４号（第８条第１項関係） 

  年  月  日 

 

 稲城市長殿 

 

                   申出者 

                    住所 

                    氏名         印 

                    電話  

 

介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出書 

 

 私は、下記のとおり介護支援ボランティア手帳を添えて介護支援ボランティ

ア評価ポイントの活用を申し出ます。 

 

記 

 

被保険者番号  

氏  名  

蓄積評価ポイント数           ポイント 

活用希望ポイント数           ポイント 

差し引き残高ポイント数           ポイント 

 

   ※振り込み依頼先口座 

 銀行・信金 

信組・農協 

 本店・支店 

出張所 

預金の種類 1.普通 2当座  口座番号  

 

口座名義人 
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様式第５号（第８条第３項関係） 

  年  月  日 

 

 管理機関 殿 

 

                     稲城市長       

 

介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出伝達書 

 

 下記のとおり介護支援ボランティア活動評価ポイント活用の申出があり、当

該申出者に介護保険料の未納又は滞納が無いことを確認したので、介護支援ボ

ランティア手帳を添えて伝達します。 

 

記 

 

被保険者番号  

氏  名  

蓄積評価ポイント数           ポイント 

活用希望ポイント数           ポイント 

差し引き残高ポイント数           ポイント 

 

 
 

介護保険料の未納又は滞納が無いことの確認欄 

  年  月  日 

 

 申請者について、介護保険料の未納又は滞納がないことを確認いたしました。 

 

                      確認者 氏名 

     



稲城市介護予防事業  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１４ 
 

 

 

 

 
社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会 

健康に心配 なし 手帳 
  ～ 介護支援ボランティア手帳 ～ 

東京ヴェルディは稲城市介護

予防事業を応援しています。 

(C)NTV.FC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康に心配なし手帳の名称について 

  

稲城の梨は、元禄の時代から栽培され様々な品種改良などを経て、稲城の特産物

として親しまれています。歴史ある長寿の稲城の梨と同様に、いつまでも元気に

健康で暮らせることを願い、手帳の名称を「健康に心配なし手帳」としました。 
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 ☆ボランティア活動実績は、この手帳により管理しますので、 

紛失しないよう自己管理をお願いいたします。万一、手帳 

を紛失されても、スタンプを再び押印することはできませ 

んのでご注意ください。 

 

 

 

 活動年度 平成 26年度（27年３月末まで） 

 

氏名                  

 

住所  稲城市             

      

                     

 

 電話                  

 

 生年月日 

  大正・昭和   年   月   日  

 

緊急連絡先 

 連絡者氏名               

 

（続柄    ） 

 

電話                  

 

（
必
ず
ご
記
入
下
さ
い
） 
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稲城市介護支援ボランティア制度について 

 
目 的：この制度は、介護予防事業の一つとして、高齢者のみなさんが、 

介護支援ボランティア活動を通して地域貢献や社会参加をする 

ことで、より元気になることを目的としています。そして、稲 

城市がいきいきとした地域社会となることを目指しています。 

 

対象者：稲城市介護保険第１号被保険者 

    （市内にお住まいの６５歳以上の方） 

 

 

介護支援ボランティア制度利用の流れ 

１. ボランティア登録をします。 

 介護支援ボランティア登録申請書（この手帳の 2４ページ）に 

記入し、稲城市社会福祉協議会へ提出してください。 

 

 

２. 介護支援ボランティア活動をします。 

 指定された施設や団体などでボランティア活動をします。この 

制度の対象になるボランティア活動は指定されています。ボラン 

ティア活動についてのご相談は、稲城市社会福祉協議会でお受け 

しています。 

 



 

4 

 

３. 手帳にスタンプをもらいます。（４月から翌年３月まで） 

 ボランティア活動をしたら、その都度、活動した施設や団体に 

この手帳を提示し、スタンプを押してもらいます。 

※１時間程度の活動で１スタンプ、１日２スタンプが上限です。 

 

４. 集めたスタンプを評価ポイントに変えます。（翌年 4 月以降） 

この手帳を稲城市社会福祉協議会に提示し、前年度に集めたスタ 

ンプを評価ポイントに変えます。 

スタンプの数 受取れる評価ポイント 

10 から 19 まで 1,000 ポイント 

20 から 29 まで 2,000 ポイント 

30 から 39 まで 3,000 ポイント 

40 から 49 まで 4,000 ポイント 

50 以上 5,000 ポイント 

 

５. 評価ポイントの活用の申し出をします。（翌年 7 月以降） 

介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出書（この手帳 

の 2３ページ）に記入し、市役所２階④窓口介護保険係にこの手 

帳を添えて提出してください。市内出張所・稲城市社会福祉協議 

会でも承ります。 

市役所介護保険係では、介護保険料の未納・滞納がないことを 

確認し、稲城市社会福祉協議会へ申請者から評価ポイント活用の 

申し出があったことを伝えます。 
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６. 評価ポイント数に応じた交付金が口座に振り込まれます。 

稲城市社会福祉協議会では、申請者から指定された金融機関の口 

座に評価ポイント数に応じた交付金を振り込みます。合わせて、お 

預かりした手帳と振込日や金額のお知らせをお届けしますので確認 

してください。交付金は、次回の介護保険料のお支払いにお使いく 

ださい。 

評価ポイント 金  額 

1,000 ポイント 1,000 円 

2,000 ポイント 2,000 円 

3,000 ポイント 3,000 円 

4,000 ポイント 4,000 円 

5,000 ポイント 5,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※④～⑥は、翌年度に行う手続きです。 
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介護支援ボランティア制度に関するＱ&Ａ 
 

 

Ｑ この制度を利用するには、まず何をすればよいのですか？ 

 

 この制度を利用する方は、制度の目的やボランティアの心得な 

どをご理解の上、稲城市社会福祉協議会でボランティア登録をし 

てください。また、安心して活動していただくために、万一の事 

故やけがに備えて、ボランティア活動保険に加入することをお勧 

めします。詳細は、10･11 ページをご覧ください。 

 

Ｑ どんなボランティア活動でも対象になるのですか？ 
 

   この制度の対象になるボランティア活動は指定されています。 

指定されているボランティア活動の詳細は、市役所介護保険係、 

もしくは、稲城市社会福祉協議会までお問い合わせください。 

 

Ｑ ボランティア活動先に行く途中や活動先でけがをしたら？ 

  

   稲城市社会福祉協議会にご連絡ください。けがなどの状況を伺 

い、保険会社へ連絡しますので、速やかにお知らせください。 

詳細は、10･11 ページをご覧ください。 

 

 

 

 

Ａ 

Ａ 

Ａ 
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Ｑ １日に複数のボランティア活動をしてもスタンプはもらうことが 

できますか？ 
 

１日に複数のボランティア活動を行い、スタンプをもらうこと 

はできますが、１時間程度の活動で 1 スタンプとなり、１日２ 

スタンプが上限になります。 

 

Ｑ スタンプを集めるとすぐに交付金がもらえるのですか？ 
 

     集めたスタンプは、翌年度に評価ポイントに変える必要があり 

ます。4 月以降に、稲城市社会福祉協議会で手続きを行ってくだ 

さい。評価ポイントにより、8 月以降交付金が振り込まれます。 

 

Ｑ 手帳はスタンプがたまるまで使い続けてよいのですか？ 

 

 手帳は年度ごとに新しいものに切り替わります。集めたスタン 

   プを評価ポイントに変えたり、評価ポイントを交付金にする手続 

きは、決められた日にち以降になりますので、お忘れなく手続き 

をしてください。 

 

Ｑ 稲城市外に転居した場合も対象になりますか？ 

 

     稲城市外に転居した場合は対象となりません。スタンプ、評価 

ポイント、交付金は、一切が無効になりますのでご注意ください。 

 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 



 

8 

Ｑ ボランティア活動を多くすると、それだけ多くの交付金がもらえる 

のですか？ 

 

介護支援ボランティアで指定されたボランティア活動を行い、 

手続きを行うと交付金が支払われます。但し、交付金の上限は 

年度ごとに 5,000 円となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 
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ボランティア活動の心得 
 

◆ 身近なことから無理のない範囲で 

  ボランティア活動と一言で言っても様々な活動があります。自分の 

特技や趣味を活かした活動もありますし、依頼者からの要望に応じて、

一人ひとりの生活をサポートする活動もあります。数多くあるボラン 

ティア活動の中からどのようにして選ぶのがよいでしょうか。まずは 

身近な地域で、自分の健康を考えて無理のない範囲で行うことが望ま 

しいでしょう。活動を継続するためにも自分に向いている活動をお選 

びください。ボランティア活動に関するご相談は、稲城市社会福祉協 

議会でお受けしていますので、お気軽にご利用ください。 

 

 

◆ 相手を理解し、尊重した活動を 

誰もがそうであるように、ボランティア活動で接する方々もそれぞ 

れ性格や環境により様々な暮らしを営んでいます。ボランティアだか 

らといって、一方的で勝手な行動は慎まなければなりません。ボラン 

ティアには、一人ひとりの生活習慣や価値観を尊重し、ボランティア 

活動を行うことが求められます。また、ボランティア活動の依頼者や 

活動の仲間と共にコミュニケーションをとることでよりよい活動につ 

ながるでしょう。 
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◆ 秘密や約束を守りましょう 

   ボランティア活動では、時に依頼者のプライバシーに関わること 

を知ることがあります。しかし、あくまで活動を通して知り得たこ 

とであり、他の方にちょっとした内容のことでも漏らさないでくだ 

さい。ボランティア活動を辞めた後も同様にお守りください。また、 

時間など約束したことは必ず守りましょう。体調不良や急用で活動 

を休む場合には、必ず連絡を入れるなどの対応をしましよう。 
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ボランティア活動保険について 
 

ボランティア活動保険は、ボランティア活動中に起こり得る事故 

を対象にしたもので、賠償責任保険と傷害保険がセットになってい 

ます。ボランティア活動を安心して行うために、万一に備えてご加 

入することをお勧めします。 

 

（１）どんな場合に補償されるのか 

  ①賠償責任保険 

  ・ボランティア活動中に物を壊してしまった場合 

  ・ボランティア活動中に活動の対象者にけがをさせてしまった場合 

  ・プライバシーの侵害等により活動の対象者に損害を与え、法律上 

の賠償責任を負った場合 など 

  ②傷害保険 

  ・ボランティア自身が活動中にけがをしてしまった場合 

  ・ボランティアが自宅と活動場所との往復途中にけがをした場合 

 など 

 

 ※補償の対象は、いずれの保険も急激、偶然、外来の事故により起 

きた場合です。 
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（２）補償金額 

賠
償
責
任
保
険 

賠償責任 

（免責なし） 

対人・対物

共通 
１事故・保険期間中 ２億円 

受託物・ 

借用物 
１事故・保険期間中 

50万円 

（現金は10 万円） 

人格権侵害 
1名 

1事故・保険期間中  

50万円 

100万円 

事故対応費用 １事故・保険期間中 500万円 

見舞費用 

死亡 50万円 

後遺障害 1.5万～50万円 

入院日数に応じて2～10万円 

通院日数に応じて1～5万円 

傷
害
保
険 

死亡・後遺障害 ８００万円 

入院日額 8,000円 

通院保険金日額 4,000円 

   ※状況に応じては、補償の対象にならないものもあります。 

 

（３）掛け金 ３００円 

 

（４）補償期間（保険期間） 

 ４月１日から翌年３月３１日まで 

 ※補償期間での途中加入も可能です。その場合の補償期間は、加 

入手続きを行った日からとなります。 

 

（５）お申し込み・事故やけがのご報告 

稲城市社会福祉協議会 ボランティアセンター 

   稲城市百村７ 稲城市福祉センター内 

   電話：042-378-3800（直通） 

 042-378-3366（代表） 

     ファックス：042-378-4999 
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稲城市介護支援ボランティア制度実施要綱 
 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法(平成９年法律第123号)第115条の38第１

項に規定する介護予防事業として、高齢者が介護支援ボランティア活動

を通して地域貢献することを奨励及び支援し、高齢者自身の社会参加活

動を通した介護予防を推進するため、市民の共同連帯の理念に基づき、

稲城市介護支援ボランティア制度（ 以下「介護支援ボランティア制度」

という。）を設け、もって生き生きとした地域社会をつくることを目的

とする。 
 

（基本方針） 

第２条 介護支援ボランティア制度は、高齢者がボランティア精神を尊重

し、地域において高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営

がなされなければならない。 

２ 介護支援ボランティア制度の実施に当たっては、個人情報保護に留意し

なければならない。 

３ 介護支援ボランティア制度の運営に当たっては、次の効果を上げること

ができるよう配慮しなければならない。 

(1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。 

(2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。 

(3) 要介護高齢者等に対する介護支援ボランティア活動に関心が高まる

こと。 

(4) 介護給付費等の抑制につながること。 
 

（介護支援ボランティア制度） 

第３条 介護支援ボランティア制度は、高齢者が行った介護支援ボランテ

ィア活動の実績を評価したうえで評価ポイントを付与し、当該高齢者の

申出により、当該評価ポイントを換金した介護支援ボランティア評価ポ

イント転換交付金を交付するものとする。 

２ 介護支援ボランティアの対象となる高齢者は、稲城市における介護保険

第１号被保険者とする。 

３ 介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動は、市長が指定するも

のとする。 

４ 介護支援ボランティアは、第５条第１項の指定を受けた介護支援ボラン

ティア受入機関等で介護支援ボランティア活動を行うものとする。 
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（管理機関） 

第４条 介護支援ボランティアの登録、介護支援ボランティア手帳の交付、

介護支援ボランティア評価ポイントの付与及び管理並びに介護支援ボラ

ンティア評価ポイント基金管理は、介護支援ボランティア管理機関（ 以

下「管理機関」という。） が行うものとする。 
 

（介護支援ボランティア受入機関等） 

第５条 介護支援ボランティア受入機関等（以下「受入機関等」という。）

は、あらかじめ第３条第３項に規定する介護支援ボランティアの対象と

なる事業及び活動について、市長から指定を受けなければならない。 

２ 受入機関等が前項の指定を受けようとするときは、「稲城市介護支援ボ

ランティア（事業・活動）指定申請書」（様式第１号）により市長へ申

請しなければならない。 

３ 市長は、前項の申請に基づき指定し、又は却下したときは、稲城市介護

支援ボランティア（事業・活動）指定・却下決定通知書（様式第２号）

により申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、既に指定を受けていた介護支援ボランティアの対象となる事業

及び活動について、その指定を取り消したときは、稲城市介護支援ボラ

ンティア（事業・活動）指定取消決定通知書（様式第３号）により指定

を受けていた者に通知するものとする。 

５ 受入機関等は、介護支援ボランティアが活動を行った場合は、当該活動

時間等に応じ、回数を単位として評価するものとする。 

６ 受入機関等は、介護支援ボランティア活動を１時間につき１回として評

価するものとする。ただし、介護支援ボランティア活動を１日において

２時間以上行った場合又は２か所以上で行った場合については、当該活

動を２回までとして評価するものとする。 

７ 評価の方法は、介護支援ボランティア手帳に活動確認スタンプを押印す

ることによって行うものとする。 

８ 前項に規定する活動確認スタンプの様式は、管理機関が別に定める。 
 

（介護支援ボランティア活動実績の把握） 

第６条 介護支援ボランティア活動を行おうとする者は、介護支援ボラン

ティア登録申請書を管理機関に提出するものとする。 

２ 管理機関は、介護支援ボランティアに対し、介護支援ボランティア手帳

を交付するものとする。 
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３ 介護支援ボランティア登録申請書及び介護支援ボランティア手帳の様

式は、管理機関が別に定める。 

４ 管理機関は、前年度の活動実績について、介護支援ボランティア手帳に

押印されたスタンプの数に応じて評価ポイントを付与することができる。 

５ 管理機関は、前項の規定により評価ポイントの付与を行ったときは、介

護支援ボランティア手帳に介護支援ボランティア活動評価ポイント付与

認証印を押印するものとする。 

６ 介護支援ボランティア活動評価ポイント付与認証印の様式は、管理機関

が別に定める。 
 

（評価ポイント） 

第７条 評価ポイントの付与基準は次のとおりとする。 

活動実績 付与する評価ポイント 

1 0 回から1 9 回まで 1 , 0 0 0 ポイント 

2 0 回から2 9 回まで 2 , 0 0 0 ポイント 

3 0 回から3 9 回まで 3 , 0 0 0 ポイント 

4 0 回から4 9 回まで 4 , 0 0 0 ポイント 

5 0 回以上 5 , 0 0 0 ポイント 

２ 活動実績及び評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。 

３ 管理機関は、介護支援ボランティアに付与した評価ポイント数、活用ポ

イント数及び差し引き残高ポイント数について、当該付与の日から介護

支援ボランティア制度の廃止の日後２年を経過する日まで、継続的に管

理するものとする。 
 

（評価ポイント転換交付金） 

第８条 評価ポイントを活用して評価ポイント転換交付金の交付を受けよ

うとする者は、介護支援ボランティア評価ポイント活用申出書（様式第

４号）に介護支援ボランティア手帳を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

２ 介護支援ボランティアの介護保険料にかかる未納又は滞納がある場合

は、当該評価ポイント転換交付金は交付しないものとする。 

３ 市長は、第１項の申出があった場合において、当該介護支援ボランティ

アに介護保険料に係る未納又は滞納が無いときは、介護支援ボランティ

ア活動評価ポイント活用申出伝達書（様式第５号）に介護支援ボランテ

ィア手帳を添付のうえ、管理機関へ伝達するものとする。 

 



 

16 

４ 管理機関は、前項に規定する伝達に基づき、当該評価ポイント活用の申

出者の蓄積した評価ポイントを換金し、年度ごとに5,000円を限度として、

評価ポイント活用の申出者に対して介護支援ボランティア評価ポイント

転換交付金を交付するものとする。このとき管理機関は、「介護支援ボ

ランティア評価ポイント転換交付金交付決定通知書」を当該評価ポイン

ト活用の申出者へ通知する。 

５ 前項の介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金交付決定通知書

の様式は、管理機関が別に定める。 

６ 介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金の算定基準は、次のとお

りとする。 

評価ポイント 
介護支援ボランティア評価 

ポイント転換交付金 

1 , 0 0 0 ポイント 1 , 0 0 0 円 

2 , 0 0 0 ポイント 2 , 0 0 0 円 

3 , 0 0 0 ポイント 3 , 0 0 0 円 

4 , 0 0 0 ポイント 4 , 0 0 0 円 

5 , 0 0 0 ポイント 5 , 0 0 0 円 
 

（地域支援事業交付金の活用） 

第９条 管理機関は、市が交付する地域支援事業交付金を介護支援ボラン

ティア評価ポイント転換交付金に充てるものとする。 
 

（事業の委託） 

第10条 市は、介護支援ボランティア事業の実施に当たって、必要な事務

を管理機関へ委託することができる。 
 

（委任） 

第11条 この要綱に規定するもののほか、介護支援ボランティア制度実施

に関し必要な事項は、別に定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この要綱は、平成19年９月１日から施行する。 

（準備行為） 

第２条 介護支援ボランティア制度の施行に関し必要な行為は、施行日前に 

おいても行うことができる。 
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活動記録１ スタンプ押印欄 

 
※ボランティア受入先担当者が押印し、日付を入れてください。 

※1 時間程度の活動で 1 スタンプ、1 日２スタンプが上限です。 

 

1 

 

 

 
日付   月  日 

2 

 

 

 
日付   月  日 

3 

 

 

 
日付   月  日 

4 

 

 

 
日付   月  日 

5 

 

 

 
日付   月  日 

6 

 

 

 
日付   月  日 

7 

 

 

 
日付   月  日 

8 

 

 

 
日付   月  日 

9 

 

 

 
日付   月  日 

 

 

 

 
日付   月  日 

11 

 

 

 
日付   月  日 

12 

 

 

 
日付   月  日 

13 

 

 

 
日付   月  日 

14 

 

 

 
日付   月  日 

15 

 

 

 
日付   月  日 

16 

 

 

 
日付   月  日 

17 

 

 

 
日付   月  日 

18 

 

 

 
日付   月  日 

19 

 

 

 
日付   月  日 

 

 

 

 
日付   月  日 
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活動記録２ スタンプ押印欄 

 
※ボランティア受入先担当者が押印し、日付を入れてください。 

※1 時間程度の活動で 1 スタンプ、1 日２スタンプが上限です。 

 

21 

 

 

 
日付   月  日 

22 

 

 

 
日付   月  日 

23 

 

 

 
日付   月  日 

24 

 

 

 
日付   月  日 

25 

 

 

 
日付   月  日 

26 

 

 

 
日付   月  日 

27 

 

 

 
日付   月  日 

28 

 

 

 
日付   月  日 

29 

 

 

 
日付   月  日 

 

 

 

 
日付   月  日 

31 

 

 

 
日付   月  日 

32 

 

 

 
日付   月  日 

33 

 

 

 
日付   月  日 

34 

 

 

 
日付   月  日 

35 

 

 

 
日付   月  日 

36 

 

 

 
日付   月  日 

37 

 

 

 
日付   月  日 

38 

 

 

 
日付   月  日 

39 

 

 

 
日付   月  日 

 

 

 

 
日付   月  日 
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活動記録３ スタンプ押印欄 

 
※ボランティア受入先担当者が押印し、日付を入れてください。 

※1 時間程度の活動で 1 スタンプ、1 日２スタンプが上限です。 

 

41 

 

 

 
日付   月  日 

42 

 

 

 
日付   月  日 

43 

 

 

 
日付   月  日 

44 

 

 

 
日付   月  日 

45 

 

 

 
日付   月  日 

46 

 

 

 
日付   月  日 

47 

 

 

 
日付   月  日 

48 

 

 

 
日付   月  日 

49 

 

 

 
日付   月  日 

 

 

 

 
日付   月  日 

51 

 

 

 
日付   月  日 

52 

 

 

 
日付   月  日 

53 

 

 

 
日付   月  日 

54 

 

 

 
日付   月  日 

55 

 

 

 
日付   月  日 

56 

 

 

 
日付   月  日 

57 

 

 

 
日付   月  日 

58 

 

 

 
日付   月  日 

59 

 

 

 
日付   月  日 

60 

 

 

 
日付   月  日 
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活動記録４ スタンプ押印欄 

 
※ボランティア受入先担当者が押印し、日付を入れてください。 

※1 時間程度の活動で 1 スタンプ、1 日２スタンプが上限です。 

 

61 

 

 

 
日付   月  日 

62 

 

 

 
日付   月  日 

63 

 

 

 
日付   月  日 

64 

 

 

 
日付   月  日 

65 

 

 

 
日付   月  日 

66 

 

 

 
日付   月  日 

67 

 

 

 
日付   月  日 

68 

 

 

 
日付   月  日 

69 

 

 

 
日付   月  日 

70 

 

 

 
日付   月  日 

71 

 

 

 
日付   月  日 

72 

 

 

 
日付   月  日 

73 

 

 

 
日付   月  日 

74 

 

 

 
日付   月  日 

75 

 

 

 
日付   月  日 

76 

 

 

 
日付   月  日 

77 

 

 

 
日付   月  日 

78 

 

 

 
日付   月  日 

79 

 

 

 
日付   月  日 

80 

 

 

 
日付   月  日 
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活動記録５ スタンプ押印欄 

 
※ボランティア受入先担当者が押印し、日付を入れてください。 

※1 時間程度の活動で 1 スタンプ、1 日２スタンプが上限です。 

  

81 

 

 

 
日付   月  日 

82 

 

 

 
日付   月  日 

83 

 

 

 
日付   月  日 

84 

 

 

 
日付   月  日 

85 

 

 

 
日付   月  日 

86 

 

 

 
日付   月  日 

87 

 

 

 
日付   月  日 

88 

 

 

 
日付   月  日 

89 

 

 

 
日付   月  日 

90 

 

 

 
日付   月  日 

91 

 

 

 
日付   月  日 

92 

 

 

 
日付   月  日 

93 

 

 

 
日付   月  日 

94 

 

 

 
日付   月  日 

95 

 

 

 
日付   月  日 

96 

 

 

 
日付   月  日 

97 

 

 

 
日付   月  日 

98 

 

 

 
日付   月  日 

99 

 

 

 
日付   月  日 

100 

 

 

 
日付   月  日 
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活動記録６ スタンプ押印欄 

 
※ボランティア受入先担当者が押印し、日付を入れてください。 

※1 時間程度の活動で 1 スタンプ、1 日２スタンプが上限です。 

 

101 

 

 

 
日付   月  日 

102 

 

 

 
日付   月  日 

103 

 

 

 
日付   月  日 

104 

 

 

 
日付   月  日 

105 

 

 

 
日付   月  日 

106 

 

 

 
日付   月  日 

107 

 

 

 
日付   月  日 

108 

 

 

 
日付   月  日 

109 

 

 

 
日付   月  日 

110 

 

 

 
日付   月  日 

111 

 

 

 
日付   月  日 

112 

 

 

 
日付   月  日 

113 

 

 

 
日付   月  日 

114 

 

 

 
日付   月  日 

115 

 

 

 
日付   月  日 

116 

 

 

 
日付   月  日 

117 

 

 

 
日付   月  日 

118 

 

 

 
日付   月  日 

119 

 

 

 
日付   月  日 

120 
お疲れ様でした！ 

是非、２冊目に挑戦を！ 

 

 
日付   月  日 
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※ 管理機関記入欄 ※ 
評価ポイント記録簿（集めたスタンプを平成２７年 4 月以降、評価 

ポイントに変えます。） 

あなたの２６年度の活動回数は 

      回  です。 
あなたの２６年度の評価ﾎﾟｲﾝﾄ数は 

      ポイント  です。 
 

評価ポイント活用記録簿（評価ポイントを交付金に変えます。） 
※２６年度分の評価ポイントを交付金として受け取る場合、入金は 2７年８月以降になります 

 

 

申請日 
使用した評価 

ﾎﾟｲﾝﾄ数 

残っている評 

価ﾎﾟｲﾝﾄ数 
管理欄 

平成  年  月  日    

平成  年  月  日 
   

平成  年  月  日 
   

平成  年  月  日 
   

平成  年  月  日 
   

 

氏名（振り仮名）               

 

住所                     

 

電話                     

 

管理欄 

（
必
ず
ご
記
入
下
さ
い
） 

(この欄は稲城市社会福祉協議会にて記入いたします) 
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介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出書          

本人⇒市役所 
様式第４号（第８条第１項関係） 

平成  年  月  日 

 稲城市長殿 

             

            申出者住所 
 

             氏名(ふりがな)            印 
 

            電話  

 

介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出書 

 

 私は、下記のとおり介護支援ボランティア手帳を添えて介護支援ボラン

ティア評価ポイントの活用を申し出ます。 
 

記 
 

被 保 険 者 番 号               

氏   名               申出者と同じ 

蓄 積 評 価 ポ イ ン ト 数             （Ａ） 
（この手帳で獲得したポイント数） 

        ポイント 

活 用 希 望 ポ イ ン ト 数             （Ｂ） 
（口座振込を希望するポイント数） 

        ポイント 

差し引き残高ポイント数             （Ａ－Ｂ）         ポイント 

 

   振り込み依頼先口座 

 銀行・信金 

信組・農協 

 本店・支店 

出張所 

預金の種類 
１ 普通 

２ 当座 
口座番号 

 

口座名義人 
（カタカナ） 

 

キ 

リ 

ト

リ

セ

ン 
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介護支援ボランティア登録申請書 

本人⇒稲城市社会福祉協議会 

 

平成  年  月  日 

 

 

介護支援ボランティア登録申請書 

 

私は、下記のとおり介護支援ボランティアとして登録を申請します。 

なお、活動を通して知り得たことは、口外いたしません。 

 

 

※１生年月日 65歳以上の方が対象です。 

※２介護保険被保険者番号 空欄の場合は稲城市社会福祉協議会 

が市に照会することを認めます。 

(ふりがな) 

名  前 

 

               

                

 

住  所 

 

 

 

 

電  話 

 

 

 

 

生年月日 ※１ 

 

 

 

 

介護保険被保険者 

番号 ※２ 

 

 

 

 

キ 

リ 

ト

リ

セ

ン 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

介護支援ボランティア活動先一覧 
団体・事業所名 電話番号 住所 

ペアウェル矢野口 ３７９－１８３４ 矢野口９４４ 

特定非営利活動法人 

支え合う会 みのり ３７８－８７５７ 矢野口３６４－３ 

有料老人ホーム 

Sアミーユ稲城矢野口 ３７０－３７００ 矢野口１６７４-1 

ケアハウス 

ハーモニー松葉 ３７０－８１６０ 矢野口１８０６ 

特定非営利活動法人 

稲城・なごみの家 ３７９－４５３６ 東長沼６１７－１ 

有料老人ホーム 

ペアウェル多摩川 ３７７－５７７０ 東長沼６６５ 

有料老人ホーム 

ニチイホーム 稲城 ３７０－３５８１ 東長沼６９６ 

Cアミーユ稲城長沼 ３７０－０６５１ 東長沼１１２４－１ 

稲城市柔道接骨士師会 
デイサービス 

介護支援センターいなぎ 
４０１－８７５５ 

東長沼１１７４-１ 

リベラルハイツ１０１ 

特別養護老人ホーム 

いなぎ苑 ３７９－５５００ 百村２５５ 

いなぎ苑 

みさわ川サービスセンター 
３７０－８３５５ 東長沼１７４１－１ 

特定非営利活動法人 

はじめのいっぽ 090-4831-5060 
坂浜５３９－１１ 

コーポソレイユ 

特別養護老人ホーム 

ひらお苑 ３３１－５６６６ 平尾２－４９－２０ 

平尾ベルの会 
３３１－２７３１ 

（大石宅） 

平尾３－７－５ 

50号棟集会室(第 2,4木) 

64号棟集会室(第 1,3火) 

喫茶ポーポーの木 ３５０－３４７７ 平尾 3-1-1-35-102 

特別養護老人ホーム 

いなぎ正吉苑 ３３１－２００１ 平尾１１２７－１ 

やのくち正吉苑 ３７０－２２０２ 矢野口１８０４－３ 

正吉苑ミニデイサービス 

押立の家 ３７０－２２０２ 押立７２８－８ 

有料老人ホーム 

ベストライフたま ３５０－７２１０ 平尾１２５０ 

NPOふれあい広場 

ポーポーの木 ３７９－３３７３ 
向陽台５－１０ 

リベレ向陽台３－１０４ 

通所介護事業所 

アクアメイト稲城 ３７０－０５８０ 向陽台６－８ 

老人保健施設 

ヒルトップロマン 
３３１－３０３０ 若葉台３－７－１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― メモ ― 



 

ボランティア活動保険 領収書貼付欄 
 

※ボランティア活動保険の領収証は紛失しないよう、 

こちらに貼付してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲城市福祉部高齢福祉課介護保険係 
            稲城市東長沼 2111 

                  電話：042-378-2111（内線：282・283） 

                      ファックス：042-378-5677 

 

社会福祉法人 稲城市社会福祉協議会 
              稲城市百村 7 稲城市福祉センター内 

                                 電話：042-378-3800 

                                       ファックス：042-378-4999 
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介護支援ボランティア視察受入状況（２６報告書用 視察受入状況：平成１９

年７月以降～平成２７年３月末までのもの） 
  日付 訪問団体 職種 人数 

1 19.07.19 青森県八戸市   職員 3 

2 19.08.23 大阪府茨木市   議員 3 

3 19.08.28 愛知県稲沢市   職員 3 

4 19.08.30 愛知県豊橋市   職員 4 

5 19.08.31 東京都世田谷区   職員 2 

6 19.09.21 岡山県     職員 1 

7 19.10.03 鳥取県米子市   議員 9 

8 19.10.04 福岡県介護保険広域連合 職員 2 

9 19.10.11 大阪府柏原市   議員 3 

10 19.10.12 熊本県人吉市   議員 10 

11 19.10.15 三重県桑名市   議員 3 

12 19.10.18 神奈川県南足柄市   職員 5 

13 19.10.24 岐阜県多治見市   議員 8 

14 19.10.24 福島県喜多方市   職員 1 

15 19.10.25 新潟県燕市   議員 9 

16 19.10.31 沖縄県宜野湾市   議員 10 

17 19.11.01 東京都調布市   議員 1 

18 19.11.05 愛媛県八幡浜市   議員 9 

19 19.11.07 岡山県岡山市   議員 14 

20 19.11.13 愛知県刈谷市   議員 2 

21 19.11.14 愛知県一宮市   議員 12 

22 19.11.16 民主党東京都第 22 区総支部 議員 18 

23 19.11.19 東京都清瀬市   議員 1 

24 19.11.19 神奈川県横浜市   職員 2 

25 19.11.20 岡山県井原市   職員 2 

26 19.11.22 福島県郡山市   職員 1 

27 19.12.20 大分県別府市   議員 1 

28 20.01.24 京都府宇治市   議員 12 

29 20.01.31 静岡県伊東市   議員 1 

30 20.02.05 新潟県三条市   議員 5 

31 20.02.06 香川県観音寺市   議員 2 

32 20.02.13 大阪府吹田市   議員 11 

33 20.02.14 兵庫県西宮市   議員 1 

34 20.02.14 福岡県福岡市   議員 1 

35 20.02.20 東京都     職員 3 

36 20.02.25 東京都八王子市   職員 3 

37 20.03.06 山口県下関市   職員 2 

38 20.05.09 神奈川県藤沢市   職員 9 

39 20.05.12 東京都東久留米市   議員 2 

40 20.05.15 鹿児島県奄美市   議員 8 

41 20.05.21 富山県小矢部市   議員 6 

42 20.05.22 群馬県太田市   議員 4 

43 20.05.29 厚生労働省（東京都）   職員 10 
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44 20.06.13 愛知県春日井市   職員 2 

45 20.06.30 東京都清瀬市   職員 4 

46 20.07.01 公明党高齢者ﾄｰﾀﾙｻﾎﾟｰﾄＰＴ 議員 6 

47 20.07.04 香川県東かがわ市   議員 7 

48 20.07.09 静岡県牧之原市   職員 6 

49 20.07.10 岩手県北上市   議員 9 

50 20.07.25 厚生労働省（東京都）   職員 1 

51 20.07.28 神奈川県横須賀市   職員 2 

52 20.07.29 奈良県香芝市   議員 3 

53 20.07.30 千葉県印西市   議員職員 7 

54 20.07.31 鹿児島県霧島市   職員 4 

55 20.07.31 鹿児島県     職員 2 

56 20.08.04 岐阜県羽島市   議員 10 

57 20.08.18 東京都新宿区   議員 2 

58 20.08.18 愛知県北名古屋市   議員 6 

59 20.08.20 岐阜県関市   議員 10 

60 20.08.22 宮崎県議会   議員 13 

61 20.08.25 群馬県邑楽郡明和町   職員 2 

62 20.08.25 山梨県甲府市   職員 3 

63 20.08.25 静岡県磐田市   職員 3 

64 20.09.09 静岡県掛川市   職員 2 

65 20.09.30 青森県三戸郡五戸町   議員 8 

66 20.10.02 静岡県掛川市   議員 11 

67 20.10.06 北海道余市町   議員 7 

68 20.10.07 千葉県浦安市   職員市民 12 

69 20.10.15 広島県福山市   職員 4 

70 20.10.20 愛知県尾張旭市   職員 3 

71 20.10.22 北海道帯広市   職員 2 

72 20.10.23 岩手県盛岡地区福祉連絡協議会 職員 12 

73 20.10.31 岐阜県可児市   議員 8 

74 20.10.31 千葉県流山市   職員 2 

75 20.11.13 埼玉県比企郡鳩山町   議員町長 15 

76 20.11.13 北海道苫小牧市   職員 1 

77 20.11.17 東京都立川市   議員 2 

78 20.11.18 東京都板橋区   議員 2 

79 20.11.18 千葉県成田市   議員 1 

80 20.11.18 千葉県香取市   議員 2 

81 20.11.26 鳥取県鳥取市   議員 8 

82 20.11.28 山形県天童市   職員 2 

83 21.01.14 長野県上伊那地方事務所 職員 1 

84 21.01.26 長野県千曲市   議員 6 

85 21.02.02 長野県長野市   議員 2 

86 21.02.03 愛知県東浦町   議員 2 

87 21.02.03 愛知県阿久比町   議員 1 

88 21.02.04 東京都杉並区   議員 1 

89 21.02.06 岩手県八幡平市   議員 6 

90 21.02.10 京都府久御山町   議員 2 
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91 21.02.10 京都府精華町   議員 2 

92 21.02.16 和歌山県九度山町   議員 11 

93 21.02.19 兵庫県加古郡稲美町   議員 3 

94 21.02.20 沖縄県宜野湾市   職員 2 

95 21.02.25 熊本県水俣市   職員市民 4 

96 21.02.26 千葉県多古町   民生委員 31 

97 21.04.03 大阪府交野市   議員 1 

98 21.04.17 鹿児島県鹿児島市   議員 1 

99 21.04.22 東京都調布市   職員 3 

100 21.04.30 千葉県我孫子市   議員 3 

101 21.05.12 埼玉県新座市   議員 4 

102 21.05.20 北海道苫小牧市   議員 2 

103 21.05.21 大阪府大阪狭山市   議員 2 

104 21.06.11 山口県山陽小野田市   社協職員 1 

105 21.07.03 秋田県鹿角市   議員 5 

106 21.07.15 静岡県袋井市   職員・社協職員 2・社協 1 

107 21.07.30 埼玉県     職員 3 

108 21.080.3 山口県周南市   議員 5 

109 21.08.05 神奈川県相模原市   職員 5 

110 21.08.06 茨城県土浦市   職員 4 

111 21.08.31 三重県桑名市   職員 5 

112 21.09.04 埼玉県川口市   職員 2 

113 21.10.05 香川県高松市   議員 13(他随 2) 

114 21.10.07 鹿児島県薩摩川内市   議員 9(他随 1) 

115 21.10.09 佐賀県佐賀市   職員 1 

116 21.10.14 京都府八幡市   議員 7(他随 2) 

117 21.10.16 滋賀県彦根市   議員 4(他随 2) 

118 21.10.23 東京都北区   議員 2 

119 21.10.27 兵庫県加古川市   議員 8(他随 1) 

120 21.10.28 滋賀県草津市   議員 8(他随 2) 

121 21.11.05 沖縄県浦添市   議員 8(他随 1) 

122 21.11.06 福岡県北九州市   議員 2 

123 21.11.11 山口県下松市   議員 7(他随 1) 

124 21.11.16 広島県安芸郡府中町   議員 6(他随 2) 

125 21.11.16 山梨県富士吉田市   職員 8 

126 21.11.17 新潟県柏崎市   議員 7(他随 2) 

127 21.11.20 愛知県江南市   議員 1 

128 21.11.20 静岡県焼津市   職員 2 

129 21.12.10 秋田県大曲仙北広域市町村県組合 職員 9 

130 22.01.22 愛媛県新居浜市   議員 1 

131 22.01.27 山形県三川町   議員 6 

132 22.01.28 愛知県小牧市   議員 3 

133 22.02.01 京都府長岡京市   議員 3 

134 22.02.10 福島県郡山市介護保険運営協議会 委員 8（他随 2） 

135 22.02.16 神奈川県大和市   職員 2 

136 22.02.22 宮城県柴田町   職員 2 

137 22.03.30 北海道旭川市   議員 1 
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138 22.04.16 広島県東広島市   議員 2 

139 22.04.20 島根県浜田市   議員 9(他随 1) 

140 22.04.27 埼玉県所沢市   議員 3 

141 22.05.11 岩手県盛岡市   議員 11(他随 3) 

142 22.05.12 滋賀県長浜市   議員 2 

143 22.05.12 愛知県刈谷市   議員 2 

144 22.05.14 埼玉県伊奈町   議員 8 

145 22.05.18 山梨県北杜市   職員・社協職員 計 10 

146 22.05.19 沖縄県石垣市   議員 7(他随 1) 

147 22.05.27 埼玉県鳩山町   職員・社協職員 2・社協 2 

148 22.07.15 愛知県豊川市   議員 11(他随 2) 

149 22.07.21 滋賀県守山市   職員 7 

150 22.07.26 静岡県島田市   職員・社協職員 3・社協 1 

151 22.07.27 宮城県岩沼市   議員 3 

152 22.07.28 広島県安芸高田市   職員・社協職員 1・社協 1 

153 22.07.28 愛媛県新居浜市   議員 7(他随 2) 

154 22.07.30 埼玉県さいたま市   市長・職員 5 

155 22.08.02 京都府八幡市   議員 2 

156 22.08.02 京都府木津川市   議員 1 

157 22.08.02 京都府京田辺市   議員 2 

158 22.08.04 奈良県葛城市   議員 6(他随 2) 

159 22.08.05 長崎県長崎市   議員 1 

160 22.08.05 青森県八戸市   職員 1 

161 22.08.10 神奈川県平塚市   職員 2 

162 22.08.18 岐阜県各務原市   議員 3 

163 22.08.19 山形県河北町   議員 8(他随 3) 

164 22.08.20 埼玉県越谷市   職員・社協職員 4・社協 4 

165 22.10.18 福岡県大牟田市   議員 5 

166 22.11.01 長崎県大村市   議員 5(他随 1) 

167 22.11.04 埼玉県越谷市   議員 1 

168 22.11.04 宮崎県宮崎市   職員 1 

169 22.11.05 東京都国分寺市   職員 3 

170 22.11.12 滋賀県近江八幡市   議員 10(他随 3) 

171 22.11.15 埼玉県吉川市   職員・社協職員 3・社協 2 

172 22.11.16 岐阜県垂井町   議員 6(他随 3) 

173 22.11.18 滋賀県大津市   議員 11 

174 22.11.19 愛知県豊田市   職員 1 

175 22.11.24 岩手県釜石市   議員 2 

176 22.11.24 岩手県花巻市   議員 1 

177 22.12.02 北海道幕別町   職員 2 

178 22.12.09 岩手県     職員 2 

179 22.12.22 高知県高知市   職員 3 

180 22.12.24 埼玉県新座市   
職員・社協職員 

社福職員 2・社協 1・社福 2 

181 23.01.19 沖縄県沖縄市   議員 7(他随 1) 

182 23.01.27 広島県尾道市   議員 1 

183 23.01.27 兵庫県姫路市   職員 2 
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184 23.02.09 福島県いわき市   職員 2 

185 23.02.09 岐阜県美濃加茂市   議員 12 

186 23.06.07 宮崎県宮崎市   議員 6 

187 23.07.04 北海道札幌市   議員 5 

188 23.07.05 大阪府豊中市   議員 9(他随 1) 

189 23.07.06 静岡県藤枝市   職員 3 

190 23.08.04 静岡県浜松市   職員 2 

191 23.08.04 鹿児島県西之表市   職員 4(他県職員 1) 

192 23.08.05 福岡県北九州市   職員 2 

193 23.08.08 京都府城陽市   議員 7(他随 1) 

194 23.08.10 広島県呉市   議員 9(他随 2) 

195 23.08.24 鳥取県鳥取市   職員 2 

196 23.09.06 東京都多摩市   職員 2 

197 23.09.08 高知県     職員 2 

198 23.10.04 島根県松江市   議員 8(他随 1) 

199 23.10.07 長野県千曲市   議員 8(他随 1) 

200 23.10.07 大阪府豊中市   職員 2 

201 23.10.11 愛知県豊川市   議員 3 

202 23.10.13 石川県七尾市   議員 8(他随 1) 

203 23.10.12 岡山県新見市   議員 7(他随 2) 

204 23.10.19 新潟県燕市   議員 7(他随 1) 

205 23.11.01 埼玉県戸田市   議員 6(他随 1) 

206 23.11.09 滋賀県長浜市   職員 4 

207 23.11.10 北海道大雪地区広域連合 職員 5 

208 23.11.14 東京都三鷹市   議員 7(他随 2) 

209 23.12.20 群馬県伊勢崎市   議員 3 

210 23.12.22 愛知県半田市   議員 1 

211 24.02.07 兵庫県三木市   議員 3 

212 24.02.08 大分県中津市   議員 7 

213 24.02.16 愛知県豊田市   議員 1 

214 24.02.20 鳥取県倉吉市   議員 8 

215 24.02.21 栃木県足利市   議員 3 

216 24.03.08 福岡県古賀市   職員 1 

217 24.05.08 千葉県八街市   議員 14(他随 2) 

218 24.05.10 高知県高知市   議員 2 

219 24.05.16 東京都調布市   議員 1 

220 24.05.21 新潟県胎内市   議員 6(他随 1) 

221 24.05.28 愛知県春日井市   議員 2 

222 24.07.05 神奈川県伊勢原市   議員 7(他随 1) 

223 24.07.10 佐賀県伊万里市   議員 8(他随 1) 

224 24.07.13 神奈川県小田原市   職員 1 

225 24.07.19 北海道芽室町   職員 4 

226 24.07.19 北海道豊富町   職員 3 

227 24.07.23 兵庫県尼崎市   議員 4 

228 24.07.26 長野県長野市   議員 5 

229 24.07.30 秋田県横手市   議員 1 

230 24.08.10 大阪府摂津市   議員 6(他随 2) 
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231 24.10.01 愛知県日進市 議員 1 

232 24.10.04 京都府福知山市 議員 6(他随 1) 

233 24.10.19 富山県魚津市   議員 6(他随 2) 

234 24.10.23 長野県坂城町・飯綱町・飯山市 議員 3 

235 24.11.07 山形県東根市   議員 4 

236 24.11.16 愛知県日進市   議員 3 

237 24.12.12 長崎県大村市   職員 1 

238 25.01.23 山形県鶴岡市   議員 3 

239 25.01.25 愛知県蒲郡市   議員 3 

240 25.01.30 茨城県牛久市   議員 6(他随 1) 

241 25.02.07 岩手県盛岡市   議員 2 

242 25.02.15 北海道恵庭市   職員 1 

243 25.04.23 滋賀県大津市   議員 5 

244 25.07.10 愛媛県新居浜市   議員 7(他随 2) 

245 25.07.16 愛媛県西予市   議員 6(他随 3) 

246 25.07.24 滋賀県野洲市   職員 3 

247 25.07.25 千葉県香取市   議員 8(他随 2) 

248 25.07.26 愛知県津島市   議員 6(他随 2) 

249 25.08.09 富山県南砺市   議員 9 

250 25.10.07 愛知県一宮市   議員 9(他随 4) 

251 25.10.08 大分県日田氏   議員 6(他随 2) 

252 25.10.01 茨城県つくば市   職員 7 

253 25.11.13 石川県小松市   議員 6(他随 1) 

254 25.11.08 埼玉県神川町   議員 12(他随 1) 

255 25.10.23 福岡県みやま市   議員 6(他随 1) 

256 25.10.21 高知県土佐市   議員 8(他随 1) 

257 25.10.10 福井県敦賀市   議員 7(他随 1) 

258 25.10.30 山口県下関市   議員 1(他随 1) 

259 25.10.22 熊本県合志市   職員 2 

260 25.11.11 千葉県市川市、鎌ヶ谷市、浦安市 議員 3 

261 25.10.23 福岡県みやま市   議員 5(他随 1) 

262 25.11.13 石川県小松市   議員 6(他随 1) 

263 25.11.19 佐賀県伊万里市   議員 4 

264 25.10.24 愛知県安城市   職員 1 

265 25.11.07 愛知県長久手市   職員 6 

266 26.02.06 新潟市社会福祉協議会 職員 4 

267 26.05.21 埼玉県児玉郡神川町 職員 7～8 

268 26.06.16 日本テレビ 職員 2 

269 26.07.04 石川県健康福祉部（講師登壇） 職員 80 

270 26.07.22 山口県下松市 議員 11 

271 26.07.25 吉祥寺西地域福祉活動推進協議会 職員 25 

272 26.07.25 北海道音更町地域包括支援センター 職員 2 

273 26.07.31 宮城県女川町 議員 9 

274 26.08.01 長野県中野市 議員 6（他随 1） 

275 26.08.05 （株）道銀地域総合研究所 職員 2 
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276 26.08.08 山口県光市 職員 4 

277 26.08.29 神奈川県藤沢市 議員 1 

278 26.09.29 山口大学大学院 学生 1 

279 26.10.07 北海道釧路郡釧路町 職員 2 

280 26.10.07 沖縄県糸満市 議員 5 

281 26.10.09 佐賀県鳥栖市 職員 2 

282 26.10.09 宮城県利府町 議員 8 

283 26.10.15 富山県砺波市 議員 8 

284 26.10.27 三重県伊勢市 議員 4 

285 26.11.05 長野県東御市 職員 7 

286 26.12. 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町 職員  

287 27.01.20 広島県府中市 議員 8 

288 27.02.19 千葉県長生村社会福祉協議会 職員 30 

289 27.02.03 滋賀県草津市草津未来研究所 職員 1 

290 27.02.20 三重県伊勢市 職員 4 

291 27.03.10 北海道足寄郡足寄町 職員 3 

※網掛けは職種が議員の団体 
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介護支援ボランティア事業説明会 周知用記事(社会福祉協議会) 
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